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はじめに 

 三相誘導電動機をご購入いただきありがとうございます。 

この取扱説明書は、三相誘導電動機のうち、かご形（すべり軸受）をご使用いただくためのガ

イドを示したものです。（以降、電動機という） 

主な内容は、電動機の据付け・運転前点検・保守点検に関する取扱い手順ならびに確認事項で

実際に取り扱う方を対象に説明しています。初めてご使用になる方はもちろん、ご使用いただ

いた方も知識や手順を再確認する上でお役に立つものと考えます。 

なお、ご採用品と、この取扱説明書との内容の整合については万全を期していますが、電動機

の研究改良等により詳細点で異なる場合があり得ます。ご採用品およびこの取扱説明書の内容

にご質問等がありました場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。 

 

 
 
 
 

お願い 

 この説明書は実際にご使用になる方のお手元に届くよう、お取り計らいください。 

 エンドユーザあるいは他のユーザに、駆動機と組み合わせて電動機をお渡しにな 

  るときは、この取扱説明書を添付してください。 

 ご使用の前にこの取扱説明書をお読みください。 

 いつも取り出せる場所にこの取扱説明書を保管してください。 

 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 
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安全上のご注意 

電動機本体および取扱説明書には、運搬・据付け・保守・点検を行う方やお使いになる方あ

るいは関連する他の人に、危害と財産の損害を受けず安全に正しくお使いいただけるよう、重

要な内容を記載しています。 

次の内容（表示・図記号）を良く理解してから本文をお読みください。 

［表示の説明］ 

表 示   表 示 の 意 味 

 危険
 誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性 

 があることを示します。 

 注意 誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害 

 のみが発生する可能性のあることを示します。 

［図記号の説明］ 

図記号 図 記 号 の 意 味 

 
 禁止（してはいけないこと）を示します。 

 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 

 
 強制（必ずすること）を示します。 

 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 

 
 危険を示します。 

 具体的な危険内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 

 
 注意を示します。 

 具体的な危険内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 

［免責事項について］ 
 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤使用、 

 その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いま 

 せん。 

 電動機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断 

 など）について当社は一切責任を負いません。 

 取扱説明書で記載した以外の取付け、取扱い方、または使い方によって生じた損害に 

 関して当社は一切責任を負いません。 

 接続機器との組合わせによる誤動作などから生じた損害に関して当社は一切責任を負 

 いません。 
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［作業者の資格について］ 

 この電動機の据付け・運転・保守は法規（電気設備技術基準、労働安全衛生法など） 

   に準拠して、公的機関あるいは事業場による所定の教育訓練を受けた有資格者が行っ 

   てください。 

 法規で規制されていない作業についても、電動機および作業を理解し習熟している専 

  門家の指導のもとで行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 危険 

■電動機の改造は行わないこと 

 火災・感電の恐れがあります。改造の必要がある場合は当社にご連絡いただき 

 指示に従ってください。  
禁止 

■電動機の周辺には、取扱者以外の人を近づけないこと 

 けがや感電の恐れがあります。 

 
接触禁止 

■電圧がかかっている電気回路や回転中の回転体には触れないこと 

 感電の恐れがあります。 

■重量表示銘板（＊）に記載されている重量に不適合な運搬機材を使用しな 

 いこと 

 適合した運搬機材を使用しないと落下してけがをする恐れがあります。 

 ＊：仕様書（外形図、または本体貼付けの銘板）に記載 

■固定子枠側面の吊りフック以外にワイヤロープを掛けないこと 

複数台の電動機を吊らないこと（単体で吊ること） 

 これらを守らないと、落下してけがをする恐れがあります。 

 
禁止 

■吊荷の下には、絶対に入らないこと 

落下するとけがをする恐れがあります。 

やむを得ず入る場合は、受け台に吊荷を乗せてください。 

 
強制 

■ワイヤロープは、力の方向が垂直になるように、また、バランスをとって吊 

ること 

 吊りかたが悪いと、落下してけがをする恐れがあります。 

 
禁止 

■電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり引っ張ったり挟み込んだり 

 しないこと 

 感電・火災の恐れがあります。 
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つづき 

 危険 

■適切なケーブルサイズを使用すること 

 過熱等による火災が発生する恐れがあります。 

■ 電動機は、仕様書に記載している使用条件（温度、湿度他）に適合した場 

 所に設置すること 

 火災・感電の恐れがあります。仕様書で使用条件を確認してください。 

■本体表面や端子部などに触れるときは、電源を切ること 

 活線中での作業は感電の恐れがあります。 

 
強制 

■試運転前に、輸送保護装置を取り外すこと また試運転時に、主軸に仮付 

 けしてあるキーを取り外すこと 

 破損したり過熱焼損して火災・感電の恐れがあります。 

 
禁止 

■耐電圧試験中の電動機に近づかないこと また、耐電圧試験を受けた巻線 

は放電させ、それまでは手を触れないこと 

感電の恐れがあります。 

 
強制 

■耐電圧試験で、電圧印加しない巻線はすべて接地すること 

 接地しないと感電の恐れがあります。 

 
強制 

■電源側に接地リレーなどの適切な保護リレーを取り付け、電動機に付属し 

 ている接地端子をアースすること 

 接地しないと、漏電したとき感電の恐れがあります。 

 
禁止 

■ 運転中、回転体へは絶対に接近、または接触しないこと 

 巻き込まれ・けがの恐れがあります。 

■ 機械側と直結するカップリング部分には、巻込み・跳返りおよび飛散防止 

 のカバーを設置すること  

 巻き込まれ・けがの恐れがあります。 

■仕様書・規格・定格銘板等に定められた出力・電流・電源電圧・周波数・ 

回転速度・運転時間内で運転すること 

守らないと破損、焼損により、けがや火災の恐れがあります。 

■他力通風冷却の場合、電動機通電前に他力通風機の電源を入れておくこと 

 また、スペースヒータは電動機停止時に通電のこと 

 守らないと過熱し、火災の恐れがあります。 

■ 空気冷却器付の場合、冷却器規定の冷却水温・流量の水を流してから電動機を運転すること

 守らないと過熱し、火災の恐れがあります。 

 
強制 

■据付け・保守点検時には、長袖作業服・安全帯・保護メガネなど定められ 

 た保護具を着用すること 

着用しないと巻き込まれや感電などの恐れがあります。 
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つづき 

 危険 

 
禁止 

■蓋・カバー類を含む保護器具・安全装置を外したり、その機能を停止させ 

たまま運転しないこと 

 けがや火災の恐れがあります。 

■作業を開始する前に、電動機に接続されている全ての電源を遮断すること 

 感電の恐れがあります。 

■１．５メ－トル以上の高所作業では、安全帯を使用すること 

 落下事故の恐れがあります。 

■ 作業場所の周辺はロ－プなどで区画し作業者以外の人の立ち入りを禁止す 

 ること 

 感電、巻き込まれの恐れがあります。 

 
強制 

■日常および定期の保守点検を行うこと 

 保守点検をしないと、故障・異常を発見できず火災・感電の恐れがあります。 

 

 

 注意 

■電動機の周囲に可燃性のものを置かないこと 

 発火し焼損する恐れがあります。 
 

禁止 ■電動機に外部振動が伝わってこないようにすること 

 破損、部品の緩みなどにより、けがの恐れがあります。 

■回転方向が外形図または銘板で指示してある回転方向と一致していること 
電動機付属の回転方向銘板が一方向を示している場合は逆回転できません。 

 誤接続などにより逆回転すると、電動機が過熱損傷します。 

■軸受を分解した状態で火気を使用する場合は、次の事項を守ること 

 ・軸受の潤滑油を抜き取ること 

 ・火気に対して軸受部を養生すること 

 ・火気の使用場所を火災の危険性のない場所に限定すること 

 ・暖房・喫煙など一般火気を近くで使用しないこと 

 引火する恐れがあります。 

 
強制 

■ フィルタが装着されている電動機は、定期的にフィルタを掃除すること 

 フィルタが目詰まりすると、過熱して焼損する恐れがあります。  
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つづき 
 

             注意 

■絶縁測定後は必ず放電させ、それまでは手を触れないこと 

感電の恐れがあります。  
禁止 ■運転中は、電動機外被に身体を直接触れないこと 

 運転中は電動機が高温になり、火傷の恐れがあります。 

 
強制 

■停電時は、スイッチを切ること 

 突然復帰して思わぬ事故を起こす恐れがあります。 

■機械加工、プレス加工された部品に触れるときは軍手などを使用のこと 

 鋭利な部分があり、使用しないとけがの恐れがあります。 

■ ボルト類締付けは、特に指定がないかぎり表２（１５ページ）の規定トル 

 クで締め付けること 

規定トルクで締め付けないと、緩んで破損したり接触不良で過熱し火災の恐れ 

があります。 

■コイルを巻き変える場合は、事前に当社にご連絡いただき指示に従うこと 

コイルなどに用いられている絶縁物は、加熱処理の条件によっては有害ガスが 

 発生することがあります。 

 
強制 

■廃棄するときは専門の廃棄処理業者に依頼するか、当社にご連絡いただき 

 指示に従うこと 

 廃棄処理業者により処理しないと環境破壊の恐れがあります。 
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［本体警告表示ラベルの確認］ 
 指定箇所に本体警告表示ラベルが貼り付けられていることをご確認ください。 

もし、ラベルが紛失していたり汚損により見にくいときは、当社にご連絡（５７ページ）くだ

さい。（指示ラベルも含みます） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図１ 警告表示ラベルの取付け位置と例 
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１．銘板の見かた 

電動機は、準拠する規格で決められた必要事項を、銘板に表示するように義務づけられていま

す。この銘板を定格銘板といいます。代表的な定格銘板を図２に示します。 

 

三相誘導電動機
定格出力 kW 極数
形式 枠番号

定格電圧 V 絶縁耐熱クラス
定格電流 A 定格

定格周波数  Hz 高冷媒温度 ℃
定格回転速度 min -1 規格

拘束電流 A 防爆構造
許容拘束時間  S

保護方式 軸受番号 負荷側
冷却方式 反負荷側

製造番号 製造年

N　　　 東芝三菱電機産業システム株式会社

 
図２   定格銘板 

 

定格銘板以外に、必要に応じて補助的な銘板を取り付けてありますので、確認のうえご使用く

ださい。以下に定格銘板の見かたを説明します。 

■ 形式、枠番号 

電動機の電気的および機械的特徴を表すものとして当社で定めた記号を記載します。 

 

■ 極数、定格回転速度、定格周波数 

固定子コイルのＮ、Ｓの極数を極数Ｐで示します。電源周波数がｆＨｚであると１分間の回転 

速度Ｎmin－１は次のようになります。 

１２０×ｆ 
    Ｎ＝ 
       Ｐ    

ご使用のときは電源周波数と銘板記載周波数を合わせてください。 

定格負荷をかけた場合、回転子の１分間の回転速度はほぼ定格銘板の値となります。 

 

 

min－１ 
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■  定格出力、定格電圧、定格電流 

出力は電動機が連続して出し得る 大の軸出力（Ｐ）をｋＷで示したものです。電圧は電源電圧

の値でボルト（Ｖ）で示します。電流は定格電圧、定格周波数のもとで定格負荷をとった時の電

流値で、アンペア（Ａ）で示します。これら３者の間は電動機の力率（ｐｆ）と効率（η）を％

で示すと次の式で表せます。 
３・Ｖ・Ｉ×η×ｐｆ 

           Ｐ＝ 
     １０７   

ご使用のときは電源電圧を銘板記載値に合わせてください。出力、電流は銘板記載値以内で運転

してください。 

■  二次電圧、二次電流 

巻線形回転子を持つ電動機のときに記載します。 

二次電流は定格電圧、定格周波数のもので定格負荷をとった時の回転子電流でアンペア（Ａ）で

示します。二次電圧はボルト（Ｖ）で示し、始動時の 大値を記載します。 

銘板記載値以内で運転してください。 

■  定  格 

定格負荷の種類を示します。無記入の場合は連続使用できます。時間、分で数値が記入されてい

るものは銘板記載時間のみ運転できます。後者では、コイル温度が周囲温度まで冷却してから再

運転することが必要です。 

■  高冷媒温度、標高 

無記入の場合は、冷媒温度は４０℃以下、標高は１０００ｍ以下で使用できます。冷媒温度、標

高は銘板記載の数値以内で運転してください。 

■  絶縁耐熱クラス 

絶縁の種別を示します。温度上昇値は測温方法によって異なりますので準拠する規格を参照して

ください。(JEC-2137) 

■  保護方式、冷却方式、規格 

「保護方式」は、ＩＰＸＸのように記入されており、１桁目は人体および固形異物に対し、２桁

目は水の浸入に対しての保護形式を示しています。 

「冷却方式」はＩＣＸＸのように記入されます。詳細は規格を参照してください。 

「規格」は準拠する規格を示しますがＪＥＣ－２１３７が標準です。 

■  製造番号、製造年 

製造番号は各々の機械固有のもので、その番号で機械の記録が探し出せるようになっています。

製造年は製品が完成した年を記入します。 

（ｋＷ） 
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２．受入れ時の確認事項 

次の事項を確認してください。 

(１) 納入品に送品案内が別送されています。確認してください。 

(２) 損傷しないよう開梱し、変色、変形、外傷がないか確認してください。 

(３) 銘板に記載してある電動機の出力、電圧、周波数、形式などが、ご要求のものと一致し

ていることを確認してください。 

(４) 電動機の軸受部分は輸送中、保護装置を取り付けてあります。添付の「電動機の輸送」

ラベルの記載事項に従い取り外してください。 

(５) 電動機全体を注意深く点検し、損傷個所、錆の生じた箇所、汚損箇所、異物の侵入がな

いことを確認してください。 

点検の際、不明点がありましたら、当社までご連絡ください。 

  ★ご連絡していただきたい事項： 

 銘板記載の定格（形式、極数、出力、電圧、周波数） 

 製造番号（銘板に刻印があります） 

 ご不審の内容 
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３．据付けのしかた 

３．１ 運搬のしかた 

 危険 

 

強制 

■ ワイヤロープは、力の方向が垂直になるように、また、バランスをとって 

吊ること 

吊りかたが悪いと、落下してけがをする恐れがあります。 

■重量表示銘板（＊）に記載されている重量に不適合な運搬機材を使用しない 

 こと 

 適合した運搬機材を使用しないと落下してけがをする恐れがあります。 

 ＊：仕様書（外形図、または本体貼付けの銘板）に記載 

■固定子枠側面の吊りフック以外にワイヤロープを掛けないこと 

複数台の電動機を吊らないこと（単体で吊ること） 

 これらを守らないと、落下してけがをする恐れがあります。 

 

禁止 

■吊荷の下には、絶対に入らないこと 

落下するとけがをする恐れがあります。 

やむを得ず入る場合は、受け台に吊荷を乗せてください。 

電動機を移動させるときは、本体の大きさ、質量、梱包状態等に留意し、特に次の事項を守り 

作業を進めてください。なお、運搬・移動でのクレーンの使用および玉掛け作業は、公的機関あ 

るいは事業者による所定の教育訓練を受けた有資格者の方が行ってください。 

 銘板記載の定格（形式、極数、出力、電圧、周波数） 

 電動機を吊り上げて移動させるときは、固定子枠側面の吊りフックを使用し、安定した状 

態で吊り上げること。 

 吊り上げたワイヤ角度は垂直線から３０度以下になるようなワイヤ長さとすること。 

 重量表示銘板に重量が記載されています。ワイヤロープ等運搬機材を使用すること。 

 吊上げワイヤで電動機本体を損傷しないよう外被カバー類との間には、木材または厚布な 

    どを当てること 

 

お願い 

 電動機には輸送中の保護のため軸固定金具を付けてあります。運転の際は、「電動機の輸

送」ラベルの記載事項に従って、取り外してください。また再輸送される場合は、軸固定

金具を取り付けてください。 

 電動機輸送時は、必ず軸受内部の油を抜き取ってください。 
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３．２ 据付け場所の選びかた 

 危険 

 
強制 

■ 電動機は、仕様書に記載している使用条件（温度、湿度他）に適合した場所   

 に設置すること                              

 火災・感電の恐れがあります。仕様書で使用条件を確認してください。     

以下に述べる条件を満たす設置場所をお選びください。受入れや保管時など一時的に仮置きする

場合も、同じ環境を確保してください。 

なお、据付け作業の高さが２ｍ以上になる場合にはプラットフォーム取付けが義務づけられてい

ます。該当する場合はプラットフォームの設置スペースを確保し取付けを行ってください。 

 ■湿気のない場所   

 配管などの漏水の恐れのない場所  

 屋根がガラスまたは金属の類で、水滴が凝縮し、落下する恐れのない場所 

 床上に据付ける場合、基礎面よりいくぶん高くして、排水を良くすること 

■じんあいの少ない場所 

 じんあいはコイルの絶縁抵抗低下や潤滑油の汚染、軸受メタルの摩耗など軸受事故の原因

になります。      

 ■通気の良い涼しい場所  

 周囲温度を４０℃または銘板記載温度以内に保つこと 

  周囲温度・冷却媒体温度が仕様値を超える場所では定格出力で使用できません。 

■保守・点検の容易な場所 

 将来の分解・点検を考慮し電動機を引き出しやすい場所 

■有害ガスのない場所 

 腐食性ガス・有毒ガスのない場所 

 爆発性の気体・液体の貯蔵場所の付近も避けること                    

 ■外部振動が伝わってこない場所 

 他機の振動が、基礎・床面などを伝わってこないようにすること 

■電源の電圧変動の少ない場所 

 運転中の電圧変動や始動時の電圧降下が、仕様書または規格に定められた値以内のこと 

 雷などの外部サージおよび遮断器操作によるスイッチングサージに対し、これらのサージ 

  を抑える保護装置を取り付けること            

お願い 

 ご要望がない場合は保護装置がついておりません。機器によっては、サーモスタット 

  やＲＴＤなどの温度センサーを設置することを推奨します。 

保護装置の取付けが必要な場合は当社にご連絡ください。 
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３．３  基礎の設計施工のしかた 

 基礎の設計施工には土木工学の専門知識が必要です。特に以下の事項に留意してください。 

(１) 電動機の静荷重、動荷重をもとに、機械振動に耐えるようにする。 

  据付け剛性（固有振動数）のお願い： 

  ①回転数のｎ成分の±１０％、と②電源周波数ｆの２倍±５％、を離調して据付けこと 

(２) 地盤の沈下・しゅう動・浮動・回転などがないよう、基礎底面積・形状・重量などを考慮

する。地盤の悪い場合は杭打ちなどを行ない、杭の支持力で荷重に耐える設計とする。 

   地盤の支持力は考慮しないのが普通です。 

(３) 基礎に通風ダクトを設けて冷却風を吸い込むときは、壁面から地下水が漏れないようにす

る。水漏れがあると電動機内部に湿気を吸い込んでコイルの絶縁を劣化させます。 

(４) コンクリート面は、むしろ・布・砂などでおおって散水し、少なくとも夏期で１週間、冬

期では２週間、常に湿潤状態を保ち養生する。 

   コンクリートは打設後約４週間、特に 初の１～２週間に急激に強度を増大します。この

期間のコンクリート面の養生は重要です。 

(５) 基礎ボルト埋込み用穴には、異物を落とさないよう蓋をする。 

(６) 基礎の上面を水平に仕上げる。 

(７) ベース芯出し、据付け後のモルタルと基礎との密着をよくするために、基礎表面より約 

   ５０mmハツリ、表面にでこぼこを造るとともに、基礎の強固な膚を出しておくようにする。 

３．４  芯出しのしかた 

基礎が固まった後、据付けで も重要な芯出し作業を行います。 

芯出し作業は電動機の構造によって異なりますが、ここでは標準的な軸受ブラケット形の電動機

の場合の芯出し作業を示します。すでに負荷機械が据付け完了している場合は、負荷機械のカッ

プリングを基準にして芯出しを行います。次の手順で作業を進めてください。 

３．４．１ 軸中心調整 

(１) 軸受端部にマグネチックセンタゲージが取り付けてあります。回転子の基準線を合わせた状態

を見ながら､回転子のエンドプレイが図面どおりになるよう調整する。 

   エンドプレイとは、回転子が軸方向に移動し得る 大の遊びのことです。特殊なスラスト

軸受を有する場合や､直結機械からの要求がある場合以外のエンドプレイ許容公差は表１の

とおりです。固定子の軸方向中心位置を、固定子および回転子鉄心の相互位置を測定しなが

ら調整してください。 

(２) 電動機側のカップリングにダイヤルインジケータを取り付ける。（図３参照） 

(３) カップリング部を使って電動機の回転子を静かに回しながら、アライメントが 0.025mm 以

下になるように軸中心を合わせる。（本数値はリジットカップリングの値である。） 

  なお、相手機械の種類により異なる場合もありますので、相手機械製作者とも打ち合わせ 

  て実施してください。 
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図３    カップリング基準の芯出し法 

３．４．２ ギャップ調整 
(１) カップリング面間のギャップをシックネスゲージで測定し、アライメントが 0.025mm 以下  

  を目処にできるだけ均一になるよう調整する。 

  （本数値はリジットカップリングの値である。） 

なお、大形機や高速機では回転子のたわみや危険速度と運転速度の関係などで、 

 ジャーナル部での水平度やカップリング部での２軸中心位置 

 カップリング両面のすき間などの調整 

に、特殊な考慮を払うなど高度の技術を要しますので、個々の場合について当社技術者ある 

いは機械製作者の技術指導をお奨めします。 

 

表１  標準軸受のエンドプレイ許容公差 
片側エンドプレイ 

（ｍｍ） 
許 容 公 差 
（ｍｍ） 

８ 
（エンドフロート１６） 

＋２．５ 
－２．５ 

注） エンドフロートとは、両側のエンドプレイを足した値です。 

 

３．５ 軸受のエンドプレイと焼損防止 

電動機を単独で運転している場合、回転子は磁気中心で回転します｡ 

回転子が磁気中心から外れると戻す力が働きますが、この力はごくわずかで、回転子が外力に

よって押さえ付けられている場合には、容易に磁気中心を外れて回転するようになります。 

高速機にたわみ継手を使用する場合、たわみ継手はトルク伝達の接触圧力が大きくなるほど滑

りにくくなっており、たわみ継手に軸方向の移動距離があって、これが電動機軸受のエンドプ

レイよりも大きい場合､ 

①電動機停止時にはトルク伝達がないため、たわみ継手は自由に働き、電動機のエンドプレイ

が零となる場合があります。この際再び始動するとたわみ継手は固定され、電動機軸受側面

が金属接触状態となります｡ 

②電動機軸が運転中に軸方向スラストを受けた場合も上記と同様の結果となります｡ 

電

動

機

側 

負

荷

側 

ダイヤルインジケータ 
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③図４のようなギアカップ

リングでは 

    Ａ＜Ｅ 

の場合､軸受のＸ面が当たり   

Ｂ＜Ｃ＋Ｄ 

の場合､軸受のＹ面が当たります｡ 

 したがって、一般に電動機軸受のエ

ンドプレイはカップリングのエンド

プレイより大きな値が採用されてい

ます。 

（ＪＥＭ１１４６では上記エンドプ

レイの差が１ｍｍ以上有するように

規定されています。） 

据え付けの際は、図４により関係寸法をチェックしてください。 

 ３．６  モルタルの流し込みかた 

芯出しが終り、電動機各部が定位置に据え付けられ、締付けボルトの締付けが終了したら、 

ベースの下部および内部基礎ボルト埋込穴などにモルタルを流し込みます。 

このとき次の諸点に留意してください。 

(１) 基礎工事のコンクリート面を清浄し、面にでこぼこをつけモルタルを密着させる。 

(２) モルタルづめの部分に空間が生じないように、よく突きながらモルタルを入れる。 

(３) モルタルづめの作業中、誤ってパッカやサブパッカを動かさないようにする。 

(４) モルタルづめ終了後、基礎工事に準じて養生する。 

   期間は夏期で１週間以上、冬期で２週間以上要します。 

コンクリート硬化後、次の事項を実施してください。 

 地形ボルトを増締めし、芯出し記録をチェックし異常の無いことを確認する。 

 確認後、フロアプレート・配管などを組み立て、固定子脚にノック穴がある場合は、これ

を ガイドにしてリーマ通しを行う。電動機によって試運転再調整してからノックを打つ

こともあります。 

３．７  軸電流防止装置について 

軸受には軸電流防止装置取り付けてあります。取り付けられている位置は、図５に示すとおり

一般には反負荷側の軸受部です。 

両軸の場合にはカップリング部で絶縁を施す必要があります。 

 

 
 

図４  継手とエンドプレイの関係 

直
結
機
械
側 
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３．８  配管のしかた 
 貴社で電動機から貯油槽までの配管を設計工事されるときは、次の諸点を守ってください。 

（１） 電動機の排油系統の配管は、機械側軸受および油タンク内のベーパが電動機軸受内へ 

逆流しないように、下記要領にて実施してください。 

ａ）電動機側排油管は機械側とは分離（途中で連結しない）して、油タンクまで配管して 
  ください。 
ｂ）油タンクには、①または②の充分な容量のベーパ抜きを設置し、油タンク内および排油 

  管内圧力を大気圧となるようにしてください。 
① 自然排出ベーパ抜きを取り付ける。 
② 強制吸出ファン付のベーパ抜きを取り付ける。 

  ｃ）共通配管の取り合いフランジから油タンクまでの排油管には、必ず１／３０～１／５０ 

    の勾配をつけてください。排油管は、勾配が小さすぎたり、断面が小さすぎたりすると、 

    油の流れがせき止められて、オーバーフローや漏れの原因になります。 

  ｄ）管サイズは充分なものとしてください。 

（２） 給油・給水管には圧力計・流量計を取り付け、排油・排水管にはそれぞれオイルサイト・ 

ウォーターサイトを取り付け、常に流体の圧力・流量を点検できるようにしてください。 

（３） 配管は、なるべく機体に沿って行い、適当な支持金具で固定し、配管がぶらぶらする 

ことのないようにしてください。 

 

 

図５  軸電流防止装置の位置 

絶縁 

絶縁 

絶縁 絶縁 

回転計発電機 

電
動
機 

電
動
機

電
動
機

電
動
機

相手機械

相手機械

相
手
機
械 
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（４） 給油穴に油量制限板またはフランジ調整弁を必ず付けます。これらの穴の大きさ、また 

は弁開度は、当社で試験調整してありますから変更しないでください。 

（５） 電動機軸受入口で、当社の外形図に指定してあります圧力・流量が得られるように、油 

ポンプ・調整弁・その他配管を考慮し設計調整願います。 

（６） 配管は管内にボロなど異物のないことを確かめ、さらに充分に洗浄してから接続します。 

接続前の洗浄には、１９６～２９４ｋＰａ程度の蒸気を吹き込む方法と、１０％の硫酸 

または塩酸で酸洗いした後、直ぐにカセイソーダの２０％溶液で中和し、次に水洗いを

する方法があります。いずれの場合でも、洗浄後タービン油を通して錆止めしてくださ

い。 

（７） 配管完成後、電動機軸受部に取り付ける前に充分フラッシングをしてください。 

  フラッシングは付属品の給油ポンプか、また別のろ過器兼用のポンプをご使用ください｡ 

    付属品ポンプを使用した場合は、フラッシング完了後、運転に先立ち油槽内をよく清掃 

   します。循環しているフラッシングオイルは、管内の異物を含んでいるので、ベアリン 

   グメタルには通さず、配管を仮に変更して、ベアリングブラケット付近で給排油管相互 

   を接続します。 

   フラッシング完了の目安は、油タンクに戻る油を８０～１００メッシュぐらいの金網で 

   受けて､これに異物の引掛からなくなったときとしてください｡ 

   金網は数時間おきに交換ください。 

   フラッシングの時間は１～２昼夜から配管の長いもので１週間ぐらい行なう場合も 

   あります。フラッシングに使用する油は正規の潤滑油とは別に再生油などをフラッシン 

   グ用として用意します。これを７０℃～８０℃に加熱して使います。フラッシング中は 

   ハンマリングを行なって、配管内に付着している異物を流れと衝撃で落とします。 

   軸受箱、軸受、油タンク、油冷却器なども充分に清掃し、配管系統に異物が絶対に混入 

   または付着していないよう注意します。フラッシングが完了したら、本配管接続し正規 

   の潤滑油を通し、油漏れの有無を点検し、油量を調整して試運転に備えます。 
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４．配線 
 

４．１ 配線要領 

 

配線は優良な配線器具を使い、電気設備技術基準及び内線規定に従ってください。特に配線距離の長いと

きは電圧降下が大きくなり電動機の始動に支障を来たすことがありますので注意してください。 

電動機の絶縁の種類は銘板に表示してあります。Ｆ種絶縁など高温絶縁材料を使用した電動機では端子箱

の温度も比較的高温となるので、使用する配線用ケーブルや絶縁テープは耐熱性の高い材料を使用してく

ださい。 

 

４．２ 接地(アース) 

 

 

 

 

 

４．３ インバータ駆動時の注意事項 

 

高速スイッチングを行うインバータのコモン・モード電圧が、電動機や機械(減速機を含む)浮遊容量に印

加されると、軸受の電食に至る可能性が考えられます。 

上記要因による電食を防止する観点から、下記の点に注意してください。（図６参照） 

（１）インバータと電動機間の主回路ケーブルは 短経路で配線し（Ｌ分の低減）、 

   極力3芯（Ｕ、Ｖ、Ｗ）一括のケーブルを使用してください。（浮遊容量の低減） 

（２）インバータのアース線は 短経路で配線してください。（Ｌ分の低減） 

（３）電動機のアース線は 短経路で配線してください。（Ｌ分の低減） 

また、十分に低インピーダンス※の接地極に接続願います。 

※機械側の接地（通常は建屋のアース）インピーダンスと同等、またはそれ以下。 

（４）電動機と機械（減速機を含む）が別々の台床に設置されている場合には、電動機のア―ス 

   と機械のアースを追加配線し、各々の台床を電気的に接続してください。 

※ 追加するコモンアース線は、 

  ・高調波特性の良い平網線を使用する。 

  ・電動機のアース線と同様、もしくはそれ以上の太さとする。 

  ・ 短経路で、2条以上で配線する。（1000ｋＷ超過時は3条） 

  

 
区  分 ｱｰｽ線 

（ｍｍ２）

1   1000kW超過 100 

2    750kＷ超過～1000kW 80 

3    300kW超過～ 750kW 60 

4     37kW超過～ 300kW 38 

電動機の絶縁物は、絶縁体であると同時に誘導体でもあります

ので、電動機は大地間に静電容量を有します。そのために接地

をしていないときは、固定子枠と大地間に、この静電容量に比

例して、電源電圧の50～60％位の誘起電圧を生じることがあり

ます。したがって、感電による事故を防ぐため、電動機には必

ず、電気設備技術基準により、接地工事を行なってください。

電動機の端子箱又は固定子枠などに接地用ねじ又は端子がつい

ておりますのでこれを使用してください。 
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図６ アース線の接続（台床が共通な場合） 

 

 

 

図６ アース線の接続 

 

 注１） 

  電動機と機械（減速機を含む）間の接続に「絶縁カップリング」を使用する対策も有効です。 

  但し、大容量機では強度的問題で採用不可の場合があります。 
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５）アースブラシ 

・はたらき 

インバータ電源等で電動機を駆動すると静電誘導により、軸とアース間に軸電圧を発生します。

その大きさは電動機の容量やインバータ等の種類によっても異なりますが大きい場合には、軸受

がその流れる電流により損傷する事があります。それを防止する為、当社ではインバータ電源で

駆動の電動機を対象にアースブラシを取付け、軸受に流れないように電流をブラケット(アース)

に落とす対策をしています。 

アースブラシ部では電気火花が出る可能性がありますのでご注意願います。 

・取付け要領 

アースブラシは、一般的に電動機連結側ブラケットに取付けています。 

再取付等の際は、電動機と負荷機械を切り離した後取付け願います。 

・メンテナンス要領 

 アースブラシの磨耗は周囲環境や運転時間などにより異なりますので、1～2ケ月毎の 

 定期点検時、点検を実施ください。 

 電動機本体に図７の「アースブラシ点検要領」注意銘板を取付けておりますように 

 ブラシが２０ｍｍまで磨耗した場合を使用限度としております。 

・交換 

 ブラシを新しく交換する際は材質によっては性能が異なる為TMEICまでご連絡ください。 

 

 

図７ アースブラシ点検要領銘板 

 

 

４．４ Ｙ－△始動方式の注意事項 

 

電動機が休止中、中性点を切ったのみで常時電圧が印加され、塵埃、高湿度の環境に設置されている 

場合、絶縁を劣化させ損傷する場合もありますので、下記の点に注意してください。 

（１）Ｙ-△始動器の選定にあたっては、一次側電磁開閉器付のものを選定し、 

   電動機停止中の電動機巻線への電圧印加を防止してください。 

（２）一次側電磁開閉器を使用しない場合、電動機停止時には必ず電源側開閉器を開路してください。 

（３）高圧のＹ-△始動の場合は開閉機(特に真空開閉器)の投入・遮断時及びＹ-△切替時の 

   サージ電圧を抑える保護装置を取り付けてください。 
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５．試運転前の準備点検 

電動機は工場試験に合格したものですが、輸送中の思わぬ事故や長期保管後の場合、その影響な

どが考えられますので、以下の項目を再確認してください。 

５．１  絶縁抵抗測定 

 電動機の定格電圧が 600V 未満の時は 500V メガー、600V 以上では 1000V メガーを使用します。 

絶縁抵抗値については、１１．３項（４８ページ）を参照してください。 

５．２  各種配線の点検 

 配線図と照らし合わせて電源関係、保護装置関係の配線を点検し、併せて各接続部の締付け 

具合、絶縁ならびに電気的に接触してはいけない箇所の間隔を点検します。 

 
             危険 

 
強制 

■適切なケーブルサイズを使用すること 

 過熱等による火災が発生する恐れがあります。 

 
禁止 

■電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり引っ張ったり挟み込んだりしな

いこと 

 感電・火災の恐れがあります。 

 
強制 

■電源側に接地リレーなどの適切な保護リレーを取り付け、電動機に付属して 

 いる接地端子をアースすること 

 接地しないと、漏電したとき感電の恐れがあります。 

５．３  接地線の点検  

接地端子がステータフレームと端子箱に付いていますから、外形図と照合して指定位置に完全 

に接続してあるか点検してください。 

５．４  軸受点検 

電動機の仕様書および外形図に記載されている軸受冷却方式にしたがって点検してください。

軸受冷却方式の記載がないものは自然冷却方式で、オイルリングによる油潤滑を行なうものです。 

なお油の種類は銘板または外形図に記載のものをご使用願います｡ 

（１）自然冷却方式（すべり軸受） 

電動機停止中に、潤滑油をオイルゲージに指定されているレベルまで入れてください。 

油がレベルより多い時は油漏れ、少ない時は温度上昇の原因となります。 

（２）強制給油式 

軸受の給油穴に油量制限板がついているか点検してください。 

   配管図に従って給油装置を点検後、指定された油を循環させてオイルサイトから実際に循 

   環している状態を確認した上、配管関係に油漏れが発生していないか点検してください｡ 
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５．５  耐電圧試験 

 危険 

 
禁止 

■耐電圧試験中の電動機に近づかないこと また、耐電圧試験を受けた巻線は 

放電させ、それまでは手を触れないこと 

感電の恐れがあります。 

 
強制 

■耐電圧試験で、電圧印加しない巻線はすべて接地すること 

 接地しないと感電の恐れがあります。 

耐電圧試験は、絶縁抵抗を測定し規定値以上であることを確認後、実施してください。 

以下の事項を守り実施してください。 

 試験電圧は、以下に規定する実効値で、高調波を含まず要求された電圧まで可変なものをご使用

ください。 

 印加電圧は 1000V/秒の割合で規定値まで上げ規定の時間に到達後、すばやくゼロに戻して

ください。電圧可変な印加装置を用い、スイッチを用いて全電圧をオンオフしないでくだ

さい。 

 同じ定格電圧の端子はまとめて結び、この結んだ端子と大地間に規定電圧を印加してくだ

さい。電圧印加しない巻線は、すべて接地してください。 

 あるひとつの相または、ある巻線の１部分について耐電圧試験を行うときは、その相ある

いは１部分の末端を完全に切り離し、それぞれの端子をまとめて大地間に電圧を印加して

ください。他のすべての相、巻線は接地しておいてください。 

耐電圧試験電圧の規定については、電気設備技術基準を参照してください。 

 電気設備技術基準、第１章、第３節第１５条 回転機及び整流器の絶縁耐力 

 第１５条 

発電機、電動機、調相機、その他の回転機（回転変流機を除く）はその 大使用電圧に従 

い、下記の各号の試験電圧でその巻線と大地との間の絶縁耐力を試験し連続して１０分間 

これに耐えるものでなければならない。 

 大使用電圧が 7、000 ボルト以下のものは 大使用電圧の 1.5 倍 

  大使用電圧が 7、000 ボルトをこえるものは 大使用電圧の 1.25 倍 

 （試験電圧が 10、500 ボルト未満となる場合は 10、500 ボルト） 

500 ボルト未満となる場合は 500 ボルトとする 

なお、上記耐電圧試験電圧は電動機が新品の場合の規定値であり、本格点検等の後に耐電 

圧試験を行う場合は、電圧値について検討する必要があります。 
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５．６  固定部点検 

   

 危険 

 
禁止 

■電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり引っ張ったり挟み込んだりしない

こと 

感電・火災の恐れがあります。 

 

 
              注意 

 

 
強制 

■ボルト類の締付けは、指定がないかぎり規定トルクで締め付けること 

規定トルクで締め付けないと、緩んで破損したり接触不良で過熱し火災の恐れ 

があります。 

 

取付け穴サイズに応じて下表のねじサイズが適用されます。 

締付けボルト・ナット・ノック類が緩んでいる箇所がないか点検してください。 

特に指定がないかぎり下表のねじサイズに応じた締付けトルクで固定してください。 

表２ 規定トルク 

締付けトルク（Ｎ・ｍ） 
ねじサイズ 

標  準 許容範囲 

取付け穴標準サイズ 

（電動機脚部） 

Ｍ６     5.49   4.71   ～  6.37  

Ｍ８     13.2  11.3  ～ 15.3  

Ｍ１０     26.5   22.6   ～  30.4  

Ｍ１２     46.1   39.2   ～  53.0 φ14.5 

Ｍ１６     110   93.2   ～  127    φ18.5 または 19 

Ｍ２０     216   181    ～  245    φ24   または 25 

Ｍ２４     363   314    ～  422    φ28   または 29 

Ｍ３０     735   628    ～  843    φ35   または 36 

Ｍ３６    1280  1090    ～ 1470    φ42   または 43 

Ｍ４２    2050  1750    ～ 2350 φ48 

 

 

お願い 

 作業時、電動機の上に乗ったり、足をかけたりしないでください。 

 電動機の上部あるいは近辺で工事を行うときは電動機全体を覆い工具などによる 

 損傷、塵埃による汚損防止をお願いします。 
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６．試運転時の点検確認 
 危険 

■ 試運転前に、輸送保護装置を取り外すこと また試運転時に、主軸に仮付 

 けしてあるキーを取り外すこと 

 破損したり過熱焼損して火災・感電の恐れがあります。 

■ 機械側と直結するカップリング部分には、巻込み・跳返りおよび飛散防止 

 のカバーを設置すること  

 巻き込まれ・けがの恐れがあります。 

■本体表面や端子部などに触れるときは、電源を切ること 

 活線中での作業は感電の恐れがあります。 

 
強制 

■通風冷却機を運転してから電動機を運転すること（他力通風冷却式電動機） 

■規定の冷却水温・流量の水を流してから電動機を運転すること（空気冷却器付電動機） 

 過熱し火災の恐れがあります。 

 
接触禁止 

■電圧がかかっている電気回路や回転中の回転体には触れないこと 

 感電の恐れがあります。 

 
禁止 

■蓋・カバー類を含む保護器具・安全装置を外したり、その機能を停止させ 

たまま運転しないこと 

 けがや火災の恐れがあります。 

 

 注意 

 
強制 

■回転方向が外形図または銘板で指示してある回転方向と一致していること 
電動機付属の回転方向銘板が一方向を示している場合は逆回転できません。 

 誤接続などにより逆回転すると、電動機が過熱損傷します。 

初回運転時は中間軸等も外して電動機の単独運転をし、異常のないことを確認してから相手機械 

と直結し、運転を行います。なお試運転を含めた通電時には、端子箱の蓋を取り付けてください。

次の点検、確認を行ってください。 

(１) 電源電圧を測定し、三相平衡しているか、電動機の定格電圧にほぼ合っていることを確認 

     する。 

(２) 電動機を始動する場合、相手機械は無負荷にしておき、始動直後いったん電源（寸動運転）

を切って、慣性により回転している間に次の点検を行う。 

 外形図または銘板で指示してある回転方向と一致しているか。 

 軸受のオイルリングは回っているか。 

 異常音・異常振動がないか、絶縁物のこげるにおいはないか。 
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(３) （２）項の点検で異常が無ければ再度始動し、軸受温度・振動・エンドプレー・オイルリ 

     ングの回り具合を点検する。 

(４) 軸受温度が一応飽和するまで無負荷運転を継続し、異常がないことを確認してから全負荷 

     運転に入る。 

 

７．通常運転時の実施事項 

 危険 

■仕様書・規格・定格銘板等に定められた出力・電流・電源電圧・周波数・回 

転速度・運転時間内で運転すること 

破損、焼損により、けがや火災の恐れがあります。  

 
強制 

■他力通風冷却の場合、電動機通電前に他力通風機の電源を入れておくこと 

■空気冷却器付きの場合、規定の冷却水温・流量の水を流してから電動機を運転すること 

 また、スペースヒータは電動機停止時に通電のこと 

 過熱し火災の恐れがあります。 

７．１  始動時の確認事項 

(１) 始動条件が確立していることを確認してください。 

 軸受が強制給油の場合、給油されていること。 

 始動装置を使用する場合は、始動条件で回路ができていること。 

(２) 通常の始動状況であることを確認してください。 

 始動電流、始動時間 

(３) 始動失敗のときは始動頻度の条件にしたがってください。 

詳細は、「１１.１ 電動機の始動頻度について」（４６ページ）を参照してください。 

お願い 

 再始動可能な場合でも、電源断後すぐ再始動すると、誘起電圧が残り異常な始動電流が 

 流れ、モータ損傷の可能性があります。電源を切った後１０秒は待ってください。 

 

(４) ２週間以上の長期停止後の再始動は次の点を確認してください。 

 モータ回路の絶縁抵抗測定 
   １１.３項に記載した値に満たないときは、スペースヒータ等で乾燥し、絶縁抵抗が回 

 復した後再始動する。 

 軸受の油面が指示位置であること。 

 始動時、音・振動・オイルリングの回り具合が今までどおりであること。 

 表４（２５，２６ページ）の日常点検を行う。 

(５) 始動異常 

表１６（５７、５８ページ）でチェックしてください。原因、状況がつかめないときは当社 

へ連絡してください。 
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７．２  運転中の確認事項 

運転中は表４（２５，２６ページ）により点検し異常のないことを確認してください。 

 

８．保管のしかた 

(１) 短期保管の場合 

電動機をすぐに据え付けずに、荷造りされたままある期間（６ヶ月未満）保管する場合は、 

次の事項を実施してください。 

 屋内の風通しのよい乾燥した所で、直射日光を受けず、激しい気温変化のない場所に保管

してください。温度の高い場所に保管すると、気温が低下したような場合に金属表面に水

分が結露し錆を生じる原因になることがあります。 

 荷解き後、据付けから運転までの保管には、湿気・異物・小動物の侵入、外傷などを防止

するための保護を行ってください。電動機の巻線は、保管中吸湿により絶縁抵抗が低下し

たり、鉄心・端子箱・その他の金属表面に水分が結露し、錆を発生することがありますの

で注意する必要があります。 

 すべり軸受には潤滑油が入っていません。ジャーナル部に給油してから運転してください。 

 発錆を嫌う金属表面、特に機械加工面には、工場出荷時に錆止め塗料・防錆油あるいはグ

リースが塗ってありますが、これらの部分の防錆塗料が剥げた跡がある場合には、錆や湿

気を完全に取り除いてから、錆止め塗料を塗り直してください。 

 電動機にスペースヒータが付属されている場合は、ヒータの電源を入れてください。 

 

お願い 

 スペースヒータに電源をいれるとき、電圧やスペースヒータ周りに異物がないこと等 

   を確認してください。 

 電源入後数時間は異常加熱していないかチェックしてください。 

 

(２) 長期保管の場合 

目安として６ケ月以上の保管、あるいは運転停止される場合がこれに該当します。この場合は 

短期保管と同様の処置を行い、さらに表３（２２ページ）の処置が必要になります。 

この表は電動機の品質維持のための標準的な処置を示したもので、電動機の機種・接地場所等 

によって異なってきますので、長期保管の場合は当社へご相談ください。 

なお、運転前の 終点検・処置・調整等には専門的な知識と技術を必要としますので、電動機の 

運転前には当社技術者の派遣を要請されることをおすすめします。 
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表３  交流電動機組立品の長期保管形態と品質維持方法 

品質維持適用基準 内容 

部 

品名 

保管

場所 
保管形態 

防錆および防湿 変形および損傷 
点検方法 

点検

期間

固定 

子 

1)ベース取付け 

 面は前処理後 

 自然乾燥ワニ 

 スを塗布する 

 

2) 各部機械加工 

 面の露出部は 

 油をふき取っ 

 た後自然乾燥 

 ワニスを塗布 

 する 

 

3) 電動機内部に 

 スペースヒー 

 タを取り付け 

 常時通電して 

 おく  

回転 

子 

1)シャフトジャ 

 ーナル、油切 

 り部はふき取 

 り清掃後防錆 

 油を塗布する

軸受 

屋内 

保管 

1) ポリエチレン 

 シートにて全 

 体を包装の上 

 枕木を介して 

 据付け状態で 

 床面に置く 

 

2) ポリエチレン 

シート内に乾 

燥剤を封入の 

上包装する 

 （１m3あたり 

 シリカゲル 

 300～500ｇ 

 程度） 

1)球面およびメ 

 タルバビット 

 面に防錆油を 

 塗布する 

1) 外傷防止のた 

 め雨除けシー 

 トにて保護を 

 施す 

 

2) 製品の積み重 

 ねおよび他の 

 部品を上に置 

 かない 

 

3) 計器類はベニ 

 ヤ板で保護す 

 る 

1) 包装分解の上

 外観部の損傷 

 有無を点検す 

 る 

 

2) 巻線の絶縁抵

 抗値を確認す 

 る 

 

3) 軸端、カップ

 リング部は６ 

 ケ月毎に防錆 

 剤を除去し目 

 視にて点検す 

 る 

 

4) シャフトジャ

 ーナル部は６ 

 ケ月毎に点検 

 する 

 

６ケ

月毎

空気

冷却

器 

  チューブ内部に 

N2ガスを封入す 

る 

冷却フインを損 

傷させないよう 

保護する 

圧力計を取り付 

け N2封入状態を 

確認する 

3 ケ 

月毎
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９．保守・点検 

保守・点検の実施は、事故を未然に防ぎ、電動機の寿命を延ばし、また保守の優劣は電動機寿 

命に大きな影響を与えます。以下に述べる保守点検基準に基づき点検作業を保守計画に組み入れ 

確実に実施してください。 

また運転中一定時間ごとに点検内容、結果を記録してください。電動機の運転状態を記録してお 

くことにより、運転状態の変化が正確に把握でき、事故を未然に防ぐことができます。 

 

 危険 

■作業を開始する前に、電動機に接続されている全ての電源を遮断すること 

 感電の恐れがあります。 

■１．５メ－トル以上の高所作業では、安全帯を使用すること 

 落下事故の恐れがあります。 

■作業場所の周辺はロ－プなどで区画し作業者以外の人の立ち入りを禁止するこ

と 

 感電、巻き込まれの恐れがあります。 

■据付け・保守点検時には、長袖作業服・安全帯・保護メガネなど定められた 

 保護具を着用すること 

着用しないと巻き込まれや感電などの恐れがあります。 

 

強制 

■日常および定期の保守点検を行うこと 

 保守点検をしないと、故障・異常を発見できず火災・感電の恐れがあります。 

 

 注意 

 
禁止 

■電動機内部に異物または聴診棒のような棒状の物を入れないこと 

 聴診棒を使用した振動・音響調査時は回転部に触れないこと 

 破損やけがの恐れがあります。 

■機械加工、プレス加工された部品に触れるときは軍手などを使用のこと 

 鋭利な部分があり、使用しないとけがの恐れがあります。 
 

強制 ■ フィルタが装着されている電動機は、定期的にフィルタを掃除すること 

 フィルタが目詰まりすると、過熱して焼損する恐れがあります。      

９．１  点検の内容 

電動機の点検はその内容により次の２通りに分類されます。 

９．１．１  日常点検 

電動機の外観上から目視、触感、聴感等により点検します。 
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９．１．２  定期点検 

(１) 簡易点検：電動機のベアリングブラケットを分解し、コイルエンドまわり軸受関係を中

心に点検します。 

(２) 本格点検：電動機のロータを引き抜き、細部について綿密に点検します。 

その他給油装置等の補機類についても、各々の取扱説明書に基づいて電動機と同様に定 

期的な保守を行ってください。 

９．２  定期点検の周期 

保守点検の基本は、計画的監視であり必要項目を適正間隔で継続的に実施することです。定期 

点検の規模と周期は、使用環境・始動頻度・始動時間の長さ・機械の重要性等を考慮し、次の点

検区分をもとに計画してください。 

(１) 簡易定検 

本格定検の間に行います。 

(２) 本格点検 

 初回点検 

・運転開始後１～２年 

運転開始時では確認できなかった事項（例えば環境等に対する構造上の適合、輸送または 

現地組立時の異物混入、構造物のなじみ等）が原因で故障（いわゆる初期故障）を誘発す 

ることがあります。これらの初期故障の要因を運転開始後の適当な時期に取り除くための 

点検でその後の安定運転に極めて有効です。 

 初回点検以降の定期点検インターバル 

・初回点検後約４年毎 

９．３  主要点検項目 

日常点検時および定期点検時には下記の主要点検項目を含めて、各々表４～表７（２５～３０ 

ページ）の保守点検基準に基づき点検を行ってください。以下の点検ポイントとその重要性を 

ご参考に進めてください。 

(１) 固定子コイル楔および固定子コイルエンドしばり部のゆるみの点検 

固定子コイルでは、鉄心スロット部は楔により、またコイルエンド部は糸しばりにより、コ 

イルに与える電磁振動を抑制しています。コイル絶縁・楔・スペーサ・緊縛糸等は絶縁物で 

構成されており、運転による電磁振動やヒートサイクル等によるなじみから、楔ゆるみや糸 

しばりゆるみを生じる場合があります。 

これらを長期間放置しますと、電磁力や機械振動でコイルが加振されて、絶縁物の摩耗を生 

じ、絶縁破壊へ結び付くことがあります。 

定期的にこれらを点検し処置してください。 
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(２) ロータバーのゆるみ、ロー付部剥離および軸方向移動の点検 

かご形誘導電動機でロータバーロータの場合、始動時のラッシュ電流によりロータバー・ 

短絡環およびそのロー付部には、熱応力・電磁力・遠心力等が重畳し、始動の度に疲労が蓄 

積していきます。その結果としてロータバーにゆるみが出たり、ロータバー全体が軸方向に 

移動していたり、またロータバーと短絡環とのロー付部が部分的に剥離したりしている場合

もあります。 

この状態で運転を継続されますと、ロータバーエンド部の亀裂折損や短絡環の破断に進展し、 

端部が遠心力で径方向に拡がり、ステータコイルに損傷を与え、絶縁破壊に発展する場合が 

あります。したがって、定期的なこれらの点検は重要です。 

(３) 軸受まわりの点検 

軸受まわりは温度・異音および振動によるジャーナル面の傷や異物の点検を行う必要があ 

ります。特に次の項目に着目して点検してください。 

  ・オイルリングの動き・変形 ・摩耗油黒化 

・油面      ・油もれ 

詳細は、１０章「軸受の保守」を参照してください。 

(４) ステータコイル、鉄心通風ダクト部へのダスト付着の点検 

ステータコイルへのダスト付着は熱伝導を悪くし、鉄心通風ダクト部へのダスト付着は冷 

却通風量を低下させます。いずれも温度上昇増大の原因となります。 

ダスト付着がある場合は、ダスト量に合わせて清掃インターバルを決め実施するか、ダスト 

侵入を防止するための対策を行うか、ご検討の上実施してください。 

(５) ファンカバーおよび電動機上部風道内の吸音材の点検 

吸音材は消耗品です。点検時に老朽化している場合は交換してください。 

(６) その他の交換推奨対象品目としてはパッキン類等です。 

９．４  点検後の試運転確認事項 

保守点検後の試運転については５章「試運転前の準備点検」（１６～１８ページ）および６章 

「試運転時の点検確認」（１９ページ）の内容に基づき実施してください。 

表４ 保守点検基準－日常点検（運転時） 

点検項目 
点検対象 

点検項目 周期 点検方法 
判定基準 

電圧 

 

毎日 

 

電  圧  計

 

許容値…定格値の±10%以内 

     （定格周波数のもとで） 

１．電源状態 

 

 

 

 

周波数 

 

 

〃 

 

 

周波数計 

 

 

許容値…定格値の上限 3%、下限 5%以内 
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表４ 保守点検基準－日常点検（運転時） つづき 

点検項目 
点検対象 

点検項目 周期 点検方法 
判定基準 

振動 

 

毎週 

 

触覚、振動計 

 

平常に比べ、振動増加を感じた場合振動値 

を測定する。判定：図１９（４９ページ）による。 

電流 毎日 電流計 定格値以下で正常電流であること 

臭気 〃 臭覚 焦げくさいにおいがないこと 

異常音 

 

〃 

 

聴覚、聴診棒 

 

発生箇所を調査する。必要により聴診棒を 

使用 

温度 

フレーム 

軸受 

コイル 

〃 

 

 

 

触覚、温度計 

 

 

 

温度上昇が納入時と変化のないこと 

 

 

 

ｶﾊﾞｰ類 毎週 目視 取付けボルトの脱落、ゆるみのないこと 

２．運転状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
はしご・ﾌﾟﾗ

ｯﾄﾌｫｰﾑ 

〃 

 

〃 

 

取付けボルトの脱落、ゆるみのないこと   

腐蝕のないこと  

周囲温度 毎週 温度計 規格値以内で平常であること ３．環  境 

 

 

 

通風状態 〃 目視 

 

 

換気口などに目詰りのないこと 

電動送風機がある場合、正常に運転されている

こと 

４．軸  受     

温度 

 

 

毎日 

 

 

触感、温度計 

 

 

異常な温度を感じたとき温度計で測定 

自冷軸受温度上昇限度 

メタル下半で測定した時９５℃以下（読み値） 

油面と油 

もれ 

〃 

 

目視 

 

油面指示位置にあること 

 

油圧 〃 〃 正常であること 

ｵｲﾙﾘﾝｸﾞ 〃 〃 平滑に回転していること 

 すべり軸受 

 

 

    

水もれ 毎日 目視 水もれがないこと 

水圧 〃 圧力計 指定圧力であること 

５．冷却器 

 

 流量 〃 フローサイト 流れていること 
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 表５  保守点検基準ー日常点検（随時停止時） 

点検項目 
点検対象 

点検項目 周期 点検方法 
判定基準 

1．調査 

 

運転記録で 

不適合点確認 

１ケ月 

 

日常点検記

録 

 

 

フレーム、端子

部の損傷、汚損 

１ケ月 

 

目  視 

 

手入れ、清掃すること 

目詰りなど手入れ、清掃すること 

2．外観 

 

 

 

冷却管、風道、 

フィルタ 

〃 

 

〃 

 

 

 

3. 軸受     

 すべり潤滑 油 汚 れ  １ケ月 

 

 

排出口 

 

 

スラッジ、バビット紛など異物混入のない

こと 

  

表６  保守点検基準ー定期点検 

（簡易点検、トップハット、ベアリングブラケット上半分解） 

点検項目 
点検対象 

点検項目 周期 点検方法 
判定基準 

1. 調査 

 

運転記録にて異 

常有無確認 

１年 

 

日常点検記

録 

異常があれば手入れ、補修 

 

コイル絶縁抵抗 

 

１年 

 

メガー 

 

測定方法および目標値については 

11.3「電動機の絶縁抵抗について」による

2. 測定 

 

 

 

 

空げき 

 

〃 

 

ギャップゲー

ジ             ×１００≦２０％ 

フレームの汚れ １年 目視 清掃、手入れ 

塗装 〃 〃 異常があれば補修 

端子 〃 〃 清掃、手入れ（必要により交換） 

フィルタ 〃 〃 清掃、手入れ（必要により交換） 

3. 外観 

 

 

 

 
ボルト締結部 〃 〃 ゆるみ、脱落、損傷のないこと 

大値ー 小値

平均値
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表６  保守点検基準ー定期点検 つづき 

（簡易点検、トップハット、ベアリングブラケット上半分解） 

点検項目 
点検対象 

点検項目 周期 点検方法 
判定基準 

鉄心、コイル １年 目視 ほこり、油気、水気、異物のないこと 

鉄心 〃 〃 不揃い、過熱、変色、損傷、錆などないこと

鉄心端 〃 〃 外側間隔片の倒れ、脱出のないこと 

ゆるみ、打こんのないこと 

コイルエンド 〃 〃 変形、損傷、汚損などがないこと 

絶縁物 

 

〃 〃 ワニスの吹出し、ボイド、トラッキング 

などがないこと 

楔 〃 〃 ゆるみがないこと 

コイル支持部 〃 〃 ずれ、脱出、ゆるみのないこと 

4. 固定子 

 

 

 

 

 

 

防風板 〃 打音、目視 ゆるみ、クラックのないこと 

鉄  心 １年 目視 錆、ゆるみ、ほこり、油気、水気、異物 

過熱、変色、損傷のないこと 

5. 回転子 

 

ﾛｰﾀﾊﾞｰ、ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ｸﾞの接続部 

〃 

 

〃 クラックがないこと、バー移動がないこと 

 

ﾒﾀﾙのあたり傷

 

１年 

 

(軸受分解点検)

目視(拡大鏡) 

下部ﾒﾀﾙが適正であること 

上部ﾒﾀﾙにあたりのないこと 

ﾒﾀﾙの密着 〃 カラーチェック  

ﾒﾀﾙｸﾘｱﾗﾝｽ 〃 マイクロメータ  

シール部 〃 スキマゲージ  

ｵｲﾙﾘﾝｸﾞ 

 

〃 

 

目視 

 

変形および著しい摩耗のないこと 

止めのビスにゆるみがないこと 

油 〃 〃 よごれ、劣化、異物のないこと 

6. 軸受 

すべり軸受 

 

 

 

 

 

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲ 〃 ｽｷﾏｹﾞｰｼﾞ､ｽｹｰﾙ 許容値以内のこと 

7. 計装品 油よごれ、損傷 １年 

 

目視 ほこり、油気、水気、異物、損傷のない 

こと 

軸端の振れ 随時 

 

ダイヤル 

ゲージ 

許容値以内のこと ３．４項（８ページ） 

参照 

センタリング 〃 〃 〃 

直結  目視 ボルト、ナットのゆるみがないこと 

8. カップリ 

ング 

損傷 

 

 

 

 

〃 

必要によりカ

ラーチェック

キー溝の損傷、割れのないこと 

ギアカップリングの歯面に異常な摩耗のな

いこと 

異常音、振動、

異臭 

１年 

 

聴覚、触覚 

臭覚 

異常のないこと 

 

9. 負荷運転 

 
回転方向 〃 

 

目視 正規回転方向であること 

10.軸電流 防止装置 １年 

 

500V メガー 清掃手入れの上、絶縁抵抗測定 

0.5MΩ以上 
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表７  保守点検基準ー定期点検（ロータ抜き本格点検） 

＊ 周期４年は初回点検以降のインターバルを示します。初回点検は運転開始後１～２年です。 

（９．２項 ２４ページ 参照） 

点検項目 
点検対象 

点検項目 周期 点検方法 
判定基準 

１． 調査 運転記 録に て

異常有無の確

認 

４年＊ 日常点検記録 異常があれば手入れ、補修 

軸水平度 ４年＊ 水準計 両端ジャーナル部で測定し、その差が 

１ｍ当り０．０５ｍｍ以内 

コイル絶縁抵抗 〃 メガー 規定値以上 、表６参照 

スペースヒータ

絶縁抵抗 

〃 〃 ５００Ｖメガーにて１ＭΩ以上 

 

２． 測定 

空げき 〃 ギャップゲージ 表６参照 

フ レ ー ム の 汚

損、 

塗装 

４年＊ 目視 清掃、手入れ 

フィルタ 〃 〃 清掃、手入れ（必要により交換） 

３．外観 

ボルト締結部 〃 〃 脱落、損傷のないこと 

鉄心、コイル ４年＊ 目視 ほこり、油気、水気、異物のないこと 

鉄心 〃 〃 不揃い、過熱、変色、損傷、ゆるみ、錆 

などないこと 

鉄心端 〃 〃 外側間隔片の倒れ、脱出のないこと 

ゆるみ、打こんのないこと 

エアーダクト 〃 〃 目詰りのないこと 

コイルエンド 〃 〃 変色、損傷、汚損などないこと 

絶  縁  物 〃 〃 変色ワニスの吹出し、ボイド、トラッキ 

ングなどないこと 

コイル支持部 〃 〃 ずれ、ゆるみのないこと 

コイル接続部 〃 〃 接続部に異常のないこと 

楔 〃 ハンマーリング 枯れ、緩み、脱落のないこと 

コイル緊縛系 〃 目視、触感 ずれ、ゆるみ、変色、劣化のないこと 

口出しケーブル

および端子 

〃 目視 損傷、劣化、端子の変形のないこと 

ほこり、油気、水気、異物の付着がない 

こと 

防  風  板 〃 〃 溶接部異常のないこと   

締付け部ボルトゆるみのないこと 

４． 固定子 

スペースヒータ 〃 〃 締付け部ゆるみ、ほこり、油気、水気、 

異物、付着物がないこと 
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表７ つづき 

点検項目 
点検対象 

点検項目 周期 点検方法 
判定基準 

鉄心 ４年＊ 目 視 錆、ゆるみ、ほこり、油気、水気、異物 

過熱、変色、損傷のないこと 

ローターバー、エ

ンドリングの接続

部 

〃 目視、カラー 

チェック 

クラックのないこと、銀ロー剥離は接合面

各辺で 50%以下のこと 

バー移動のないこと 

ローターバー 〃 ハンマリング ゆるみのないこと 

ファン 〃 目視 ファンブレード変形がないこと 

バランスウエイト 〃 ハンマリング 締付けのゆるみのないこと 

5. 回転子 

軸ジャーナル部 〃 目視、触覚 

寸法測定 

キズ、打痕、圧痕のないこと 

ﾒﾀﾙのあたり傷 

 

１年 

 

(軸受分解点検)

目視(拡大鏡) 

下部メタル適正であること 

上部メタルにあたりのないこと 

ﾒﾀﾙの密着 〃 カラーチェック ４０％以上 

ﾒﾀﾙｸﾘｱﾗﾝｽ 〃 マイクロメータ 「軸受の保守」項参照 

シール部 〃 スキマゲージ 許容値以内であること 

ｵｲﾙﾘﾝｸﾞ 〃 目視 変形および著しい摩耗のないこと 

止めのビスにゆるみがないこと 

油 〃 〃 よごれ、劣化、異物のないこと 

6. 軸 受 

すべり軸受 

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲ ４年＊ スキマゲージ 許容値以内のこと 

7. 計装品 較正 随時 基準との比較 ＪＩＳ規定値以内であること 

軸端の振れ 〃 ダイヤルゲージ 許容値以内のこと   

センタリング 〃 〃 〃 

直結 〃 目視 ボルト、ナットのゆるみがないこと 

8. カップリン 

グ 

損傷 〃 〃 

必要によりカ 

ラーチェック 

キー溝の損傷、割れのないこと 

ギアカップリングの歯面に異常な摩耗の 

ないこと 

異常音、振動、 

異臭 

１年 

 

聴覚、触覚、 

臭覚 

異常のないこと 

 

9. 負荷運転 

回転方向 〃 目視 正規回転方向であること 

内部点検 ４年＊ 目視 異常な腐食、ピンホールのないこと 10. 冷却器 

水圧試験 〃 水圧試験 漏洩変形のないこと 

11. 配管 損傷 

 

４年＊ 

 

目視 

 

締付部のゆるみ、水洩れ、油洩れ、腐食

のないこと 

12. 軸電流 防止装置 １年 目視、 

500V ﾒｶﾞｰ 

清掃手入の上,絶縁抵抗測定 0.5MΩ 

以上 

13. 吸音材 ﾌｧﾝｶﾊﾞｰ・風道 ４年* 目視 固定部のゆるみ、枯れ、脱落のないこと 

14.ﾊﾟｯｷﾝ ﾌｧﾝｶﾊﾞｰ・風道 ４年* 目視 劣化のないこと 
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１０．軸受の保守 

１０．１  すべり軸受の保守 

軸受は電動機の寿命上、重要な部品です。保守・点検は電動機の使用条件にもとづき、適正な

点検計画を立てて実施する必要があります。 

１０．１．１ 日常の保守点検 
（１）軸受温度の点検 
軸受の正常温度とは一定の温度上昇値を維持し、運転させることを意味します。 

軸受温度上昇値＝軸受温度－周囲温度 

軸受温度の異常は日常の記録の集積からわかります。毎日の運転記録は欠かすことのできない

バックデータになりますので実施してください。 

軸受温度の測定のしかたには次の方法があります。 
(a) ダイヤル温度計・熱電対・サーチコイル等付属の測定器使用 
(b) 棒温度計等による測定 
図６に示すように軸受ブラケットの測定穴から温度計を挿入します。 
（この穴は通常プラグが取り付けられていますが、これをはずしダイヤル温度計等の測定器

を設置することができます。） 
(c) 強制給油方式の場合は、上記（ａ）、（ｂ）項の測定方法の他に給排油の温度を測定す

ることによっても軸受温度上昇値を知る方法があります。 

軸受温度の異常を発見したら、速やかに軸受点検を実施してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８ 棒温度計等により測定 
 

なお、冬期、寒冷地では油の粘度が上がり、軸受温度上昇をきたすことがあります。 
この場合は、低温特性の良好な潤滑油に交換してください。 
強制給油方式の場合は、給油タンクにヒータを取り付け適温に維持することをおすすめいたし

ます。 

軸受

測定器 軸受ブラケット

プラグ
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（２）給油のしかた 

（ａ）自冷方式 
 停止時に指定の潤滑油を使用し油面計（図９参照）の適正位置まで給油してください。 
給油口として上部栓（気抜管の場合もある）または、側面の温度計用穴などをご使用く

ださい。給油時、他の栓が締め付けられているか確認願います。 
過剰給油は油洩れの原因ともなりますので、停止時に油面が油面計の中心（赤）を越え

ないように給油してください。また、油面が油面計の下限位置に近づいた場合は補給を

行ってください。 

お願い 
 給油量が不足している場合は、修復できない損傷をきたしますので絶対に避けてく 
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
図９ 油面計 

（ｂ）強制給油方式 
 排油用配管には１５度の勾配をつけてください。配管内および油循環システムは使用

前に洗浄してください。洗浄時には軸受に接続しないでください。 
給油圧が正常か圧力計で確認してください。 
正常な給排油がなされているかオイルサイトなどで確認してください。 
自冷方式と同様に油量の過不足は、油洩れ・温度上昇の要因となりますので適正に保っ

てください。 

（３）オイルリングの監視 
自冷方式の場合、オイルリングが正常に回転しているか点検窓により監視してください。 

（４）油洩れチェック 
軸受周り・配管・給油装置等に油洩れのないことを確認してください。 
尚、軸貫通部オイルシールは接触型（フローティング）シールのため、正常な状態に於

いても、隙間より潤滑油が滲み出て軸受ハウジング下部に垂れることがあります。 

（５）長期間停止の実施時項 
(a) 長期間停止した電動機あるいは予備機としている電動機は、２週間に１度程度のなら

し運転を行いジャーナル部の発錆防止をしてください。 
(b) 長期間停止の場合は、ジャーナル部に給油してから運転してください。 
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１０．１．２ ６ケ月～１ケ年毎の保守点検 
（１）軸受の点検 

軸受を点検するため軸受ブラケット上半部を取り外してください。 
軸の当りが一様であるか、また軸ジャーナル部に傷がないか点検してください。この時、

軸方向のスラスト面には当りのないことを確認してください。 
（２）オイルリング点検（図１０参照） 

オイルリング側面が異常摩耗していないか、また結合ねじが緩んでいないか点検してく

ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１０ オイルリング 
（３） 潤滑油交換 

油の交換頻度は、周囲の状態（周囲温度・周囲の清潔度・運転の連続性・苛酷度）によっ

て変わりますが、自冷式軸受の場合は、一般的に、４３００時間運転および６ケ月毎に取

り換えることをおすすめします。 
潤滑油の劣化は、油の色が黒く汚れているかどうかで判断するのが一般的ですが、科学的

にはタービン油の酸化が 0.2～0.3mgKOH /g 程度に達したらできるだけ交換し、0.5 以上

の場合はすぐ交換することが必要です。 
潤滑油は新しい指定の潤滑油を使用し、交換の前に軸受箱内部を清掃してください。 
その際電動機を停止して行ってください。 

お願い 
 運転中には潤滑油の補給を行わないでください。 
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１０．１．３ 定期点検時の保守点検 
定期点検時には、電動機全体を分解して各部品の点検を行います。すべり軸受に関しては 
「１０．１．２項 ６ケ月～１ケ年毎の保守点検」の要領と同様の点検を行うと共に、以下

の作業および手入れを状況に応じて行ってください。 
 

（１）軸受クリアランスの測定のしかた 
軸受クリアランス、軸ジャーナル外径および軸受内径をマイクロメータで数箇所以上測定

しクリアランスを求めます。また電動機全体を分解しない簡易測定として、以下の方法が

あります。 
なお、軸受関連の各部名称は「１０．４ すべり軸受の分解、組立のしかた」を参照して

ください。 
(1) 軸受下半部を取り出す前に、ジャーナルと軸受内径の間に沿線を入れ軸受上半部をかぶ

せる。 
(2) 軸受ハウジングを取り付け上下合せ目を締め付ける。 
(3) つぶれた沿線の寸法をマイクロメータで測定してクリアランスを求める。 
この際、沿線のつぶし代が、5/100～10/100mm 単位になるような沿線を選定する。 
クリアランスの良否の判定は次の式で計算し、この値（C）を越えた場合には、軸受メタル

交換の必要があります。 
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（２）軸絶縁抵抗の測定 
軸受部に軸電流防止装置のあるものは、その絶縁抵抗を測定してください。 
測定には 500V 級メガーを使用し、電動機分解時に 0.5MΩ以上あれば合格とします。 

（３）手入れ 
表９にもとづき手入れを施してください。 
 
 

表９ 手入れ 

状況、その他 対策 

清掃 
清浄な油中で油みぞ、油逃げ穴、測温素子挿入穴、強制給油方式の軸受 
では給排油穴を清掃する。 
後に柔らかで繊維のほぐれの少ない清潔なウエスで油気をふきとる。 

ジャーナル面と片当りして

いるとき 

ホワイトメタルの光沢の具合いを注意深く見ると当り状態がわかります。

片当りしている時は直結具合いを調整し、軸受自体に不具合がある時は 
スクレバで当りの強い所を削って均一に当るように処置してください。 
この時、光明丹を塗って当りを詳しく調べ、バビット面は一度に多量に 
削り取らぬよう必要 小限に削りしろを押えます。 

スラスト面の片当りまた

は、異常摩耗が生じたとき

軸受を間違って前後反対に組み立てていないか、電動機自体のレベル 
がよくでているか、エンドプレイが不適当でないかなどの外部要因を 
調査してください。軸受自体が悪いときは、前記と同様にスクレバで 
削り修正してください。 

オイルリングに偏心等が生

じたとき 
施盤加工で修正します。 

オイルリング接合ねじの 
緩み 

緩みがないか、点検します。 
ねじがガタを生じている時は、サイズを一段上げて再タップ加工し 
ます。接合後はボンチングしてください。 

メタル面に細い条痕小さい

斑痕が生じたとき 

スクレバで滑らかに削り、削りきれないときは「かえり」をよくとり 
周囲を滑らかにしてなじみを良くします。 
バビット面を一度に多量に削り取らぬようにし、必要 小限に削りし 
ろを押えます。 

電触が生じたとき 
軸受と軸受箱間の絶縁、配管のフランジ絶縁、測温素子の絶縁などを点検し

ます。軸電流の回路を完全に遮断します。軸受バビット面はスクレバで手入

れをしてください。 
焼付、剥離が生じたとき 軸受メタルを交換してください。 

ジャーナル面に錆が生じたとき 麻なわを油に浸し、酸化クローム粉を塗ってみがいてください。 
錆の程度がひどい場合にはサンドペーパー等も使用してください。 
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１０．２ 潤滑油 

すべり軸受には潤滑油として下記タービン油をご使用ください。ただし、これらの使い分けは

運転状態により異なりますので銘板記載内容に基づいてください。 

   ガスタービン油 
タービン油 ２種 ＩＳＯ ＶＧ３２ 
タービン油 ２種 ＩＳＯ ＶＧ４６ 
タービン油 ２種 ＩＳＯ ＶＧ６８ 

異種潤滑油との混用は避けてください。表１０は４０℃での潤滑油の特性、表１１は市販潤滑

油の一覧表です。弊社標準推奨品は EMG マーケティング合同会社の「モービル SHC600 ｼﾘｰｽﾞ」

になります。 

表１０ 潤滑油とその特性 

 ＩＳＯ ＶＧ３２ ＩＳＯ ＶＧ４６ ＩＳＯ ＶＧ６８ 
動粘度（ｃＳｔ） ２８．８～３５．２ ４１．４～５０．６ ６１．２～７４．８ 

表１１ 市販潤滑油の商品名 

商品名  

ガスタービン油 

ＩＳＯ ＶＧ３２ 

ガスタービン油 

ＩＳＯ ＶＧ４６ 

ガスタービン油 

ＩＳＯ ＶＧ６８ 

EMGマーケティン

グ合同会社 
モービルSHC624,824 モービルSHC625,825 モービルSHC626 

JX日鉱日石 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 
ＦＢＫタービンGT３２ 

  

コスモ石油 

ルブリカンツ 

コスモタービンスーパー

GT32 

  

昭和シェル石油 ターボオイルGＴ 
  

出光興産 
ダフニスーパータービン

オイル MG，ＦＸ 

ダフニスーパー 

タービンオイル HT４６ 

ダフニスーパー 

タービンオイル HT６８ 

 タービン油 ２種 

ＩＳＯ ＶＧ３２ 

タービン油 ２種 

ＩＳＯ ＶＧ４６ 

タービン油 ２種 

ＩＳＯ ＶＧ６８ 

EMGマーケティン

グ合同会社 

DTEオイルライト 

モービル DTE ７３２ 

DTEオイルミディアム 

モービル DTE ７４６ 

DTEオイルヘビーミディアム

モービル DTE ７６８ 

JX日鉱日石 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 

新日本石油 

ＦＢＫタービン３２ 

新日本石油 

ＦＢＫタービン ４６ 

新日本石油 

ＦＢＫタービン ６８ 

出光興産 ダフニタービンオイル ３２ ダフニタービンオイル ４６ ダフニタービンオイル ６８

昭和シェル石油 ターボオイルＴ ３２ ターボオイルＴ ４６ ターボオイルＴ ６８ 

ジャパンエナジー ＲＩＸタービン ３２ ＲＩＸタービン ４６ ＲＩＸタービン ６８ 

コスモ石油 

ルブリカンツ 

コスモタービンスーパー

３２ 

コスモタービンスーパー 

４６ 

コスモタービンスーパー 

６８ 

※ 石油メーカの合弁等により商品名が統廃合または変更される場合がありますので、詳しくは各石油 

   メーカにお問い合わせください。 
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お願い 
 異種潤滑油との混用は避けてください。 

      潤滑油の寿命を著しく低下させることがあります。 
 異種潤滑油に変更される場合には、以前の潤滑油を洗い落としてから 
  異種潤滑油を充填してください。 

 

１０．３ 故障診断と処理 

各種の故障とその原因および対策を下表に示してあります。 

なお、大きな故障と判定された場合は、早急に当社にご連絡ください。 
 

内容 原因 細目 具体的原因 対策 

1. 軸受面への 

供給不足 

(1) オイルリングの 

 回転不良（まわら 

ない、おそく回る、早く

回りすぎる） 

(2)給油量の不足 

 

 

 

(3)軸受当り不良 

オイルリングの変形、摩耗 

合せ目締付緩み、くい違い 

 

油の粘度不適当 

注油量不足、油洩れ 

油循環系統のポンプ不調、 

管系詰り、洩れ 

軸受すきま過大 

メタル摩耗、浮き、当り面 

異物 

スラスト荷重 

振動（直結狂い、軸曲り、 

          据付狂いなど） 

機械側からの衝撃 

摩耗による変形、重 

量減少は交換する 

 

油交換 

給油 

修正 

 

修正 

修正 

 

直結狂いなど修正 

 

 

負荷側機械を点検 

2.潤滑油不良 (1)潤滑油が不適当 

(2)油温度が高すぎる 

(3)油に異物混入 

粘度が高すぎ、または低すぎ

変質、劣化 

室温高すぎる、油冷却不良 

水、固形物（ごみ、金属粉） 

銘柄違い 

色、酸化を調べる 

冷却水系統調査 

混入経路調査 

 

 

 

 

 

 

 

軸受焼付 

3.軸電流 (1)軸受絶縁不良 汚れ、水、油ぬれ 清掃し、絶縁抵抗の 

確認 

軸受温度 

上昇過大 

軸受損傷にいたる前段過程 

上記と全く同様の原因による 

正常の軸受温度を記録して、温度上昇の微妙な変 

化に注目し、急激な上昇には運転を止めて、点検を 

行う 
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１０．４ すべり軸受の分解、組立のしかた 

横軸、ブラケット形すべり軸受の分解・再組立方法は、電動機の形式により異なります。 
ここでは代表例についてご説明します。 

１０．４．１ 分解準備 
（１）分解する機械の構造をよく理解してください。 

・段取りの準備 
・分解工具の用途 

（２）分解場所の選定に留意願います。 
・塵埃の多い場所は避けてください。 
・屋外機は天候に注意し、場所によっては屋内に移動してください。 

（３）軸受周り（軸、軸受箱）の清浄に保ってください。 

１０．４．２ 軸受の分解手順 
１０．４．２．１ 付属品の分解 

(a) ダイヤル温度計、熱電対等の軸受温度計を外す。 
(b) ドレンプラグを外し軸受箱内の潤滑油を抜く。 
(c) 給排油パイピングのあるものはこれを取り外す。 

１０．４．２．２ 上半部軸受ハウジングの分解 
以下図１１、１２を参照しながら分解してください。 
(a) ①ブラケットと⑩カバーとの締付ボルトを外す。 
(b) ②軸受ハウジング上半部と⑩カバーの締付ボルトを外し⑩カバーを取り外す。 
(c) ②軸受ハウジング上半部と③軸受ハウジング下半部の締付ボルトを外す。 
(d) ②軸受ハウジング上半部を徐々に吊り上げ、他の部品にふれないように外す。 
  一般に反負荷側の軸受には軸電流防止のための絶縁物が挿入されていますので、分解再

組立の際には傷つけないように実施ください。また、この箇所にゴミなどが付着しない

ようにしてください。ごみが付着すると電流通路となります。 

お願い 

 軸受ハウジング上半部は、内部フローティングシールを破損させないように取り外して 
ください。 
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図１１ すべり軸受構造図（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  図１２ 軸受ハウジング分解１    図１３ 軸受ハウジング分解２ 

⑤オイルリング

④軸受

⑦フローティングシール上半部
⑧フローティングシール下半部

⑪ステータフレーム

①ブラケット

②軸受ハウジング上半部

③軸受ハウジング下半部

⑪ステータフレーム

①ブラケット

⑩カバー

④軸受上半部

②軸受ハウジング上半部

⑤オイルリング

⑨軸受下半部

③軸受ハウジング下半部
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１０．４．２．３ 軸受上半部の分解のしかた（図１３参照） 

（１）④軸受上半部を垂直上方へ取り出す。 
軸受取り出しに際しては、メタルに傷をつけないよう、取り出した軸受は直接床の上に

置かず、台やきれいなシートをご使用ください。 

お願い 
 軸受の運搬はゆっくり行い、衝撃落下は絶対避けてください。 

１０．４．２．４ オイルリング分解（図１４参照） 

（１）⑤オイルリングの合せ目を上部にし、結合ねじを外す。 
（２）⑤オイルリングをジャーナル部より取り出す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１４ オイルリング分解 
 
１０．４．２．５ フローティングシールの分解（図１５参照） 

（１）⑥固定用ばねを引っ張り⑦フローティングシール上半部を取り出す。 
（２）⑧フローティングシール下半部を上部へ移動させ、取り出す。 

傷をつけたり破損したりしないようフローティングシール取り外してください。 
（３）⑥固定用ばねのロックを解除し、取り外す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図１５ フローティングシールの分解 

⑤オイルリング 

⑤オイルリング 

⑨軸受下半部 

③軸受ハウジング下半部 

⑥固定用バネ 

⑦フローティングシール上半部 
⑧フローティングシール下半部 
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１０．４．２．６ 軸受下半部の分解のしかた（図１６、１７参照） 

直結側および反直結側の分解工程は同等です。 
（１）⑨軸受下半部を動かし得る程度に、回転子を浮き上げる。 
この際回転子と固定子のエアーギャップが接触しないようにしてください。 

［回転子浮き上げ方法の例］ 
(a) 直結側接手部にジャッキを当てる。 
(b) 反直結軸延長部に保護巻きを施し、ワイヤーロープを掛けた後、調整ができるチェン

ブロックで作業する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１６ 回転子浮き上げ方法の例１、２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１７ 回転子浮き上げ方法の例３ 

チェンブロック

 ワイヤロープ

保護シート

ジャッキ

枕木

継手

⑨軸受下半部

③軸受ハウジング下半部

①ブラケット

チェンブロック

ワイヤロープ

パイプ
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なお、反負荷側も(a)項同様の方法があります。また軸が延長していない場合は、軸

端部にパイプを挿入し、ワイヤロープで保持する方法（図１７）もあります。 
(c) 作業は熟練者の方が行ってください。 

（２）回転子が浮き上がったら⑨軸受下半部をジャーナルの真上まで移動する。 

（３）⑨軸受下半部を垂直上方へ取り出す。 
取扱いは軸受上半部の作業（１０．４．２．３項）と同様に行ってください。 

１０．４．２．７ 軸受ハウジング下半部の分解のしかた 
軸受ハウジング下半部の分解は回転子を引き抜く場合のみ行います。 

（１）回転子を分解する側の外側へ５ｍｍ程度移動する。 
（２）③軸受ハウジング下半部の上下締付ねじ穴にアイボルトを取り付け、ワイヤーロープを

掛けて③軸受ハウジング下半部および⑨ブラケットを保持する。（重心の位置に注目） 
（３）①ブラケットと⑪ステータフレームの締付ボルトおよびノックを取り外す。 
（４）①ブラケットの左右にあるねじ穴を利用して①ブラケットおよび③軸受ハウジング下半

部を取り除く。 
（５）両側の軸受を上記のように分解後、回転子を引き抜く。 

１０．４．３ 再組立の手順 
分解部品を清掃し、また組合わせ洩れがないよう作業を進めてください。 

１０．４．３．１ 軸受ハウジング下半部の組立のしかた 
（１）回転子を挿入後、軸受ハウジング下半部およびブラケットとステータフレームとを仮締

めする。 
（２）ブラケットとステーターフレームにノックを打ち込み、位置決め後、取付ボルトで固定

する。この時点で軸受ハウジング下半部の吊りワイヤを外します。 

１０．４．３．２ 軸受下半部の組立のしかた 
（１）軸受下半部の分解（１０．４．２．６項）と同様、回転子をエアーギャップに接触しな

いよう軸心よりわずかに高く保持する。 
（２）軸ジャーナルを、まずベンジンまたは洗油で、次にエアーで洗浄する。 
（３）軸ジャーナル部に軸受潤滑油を塗布する。 
（４）軸受下半部のバビット面にも潤滑油を塗布し、ジャーナル面に沿って回しながら軸の真

下に納める。 
（５）浮き上がっている回転子をゆっくり下げ軸受下半部で回転子を支持する。 
（６）軸受ハウジング下半部を軽くハンマーでたたいて軸受と軸を平行にする。 

１０．４．３．３ オイルリングの組立 
オイルリングの一対の組合せを、確実に行ってください。組合せが変わると、合せ目に食

い違いを生じたり、楕円になったりして、回転不良の原因となります。 
合せ目のねじはリング側面より出ないように仕上げてください。 
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１０．４．３．４ 軸受上半部の組立のしかた 
（１）軸受の接合面に同じ刻印番号がくるように取り付ける。 
（２）回り止めピンなど軸受箱内に、組込む部品に不良がないか点検する。 
（３）軸受箱内に工具、ボルト類などの置き忘れや異物がないか点検する。 
（４）ブラケットの合せ目に非硬化性コンパウンドを塗布し、油洩れを防止する。 

１０．４．３．５ フローティングシールの組立 
（１）固定用ばねのロックを解除し、フローティングシールを取り付ける位置で軸を巻くよう

に取り付ける。 
（２）フローティング下半分（オイル排出穴のある側）に固定用ばねをかけ、シールキャリア

下半分の中へ回して挿入する。 
（３）次にフローティングシール上半分を取り付けて、フローティングシールを回転させ、歪

によるひっかかりがないか点検する。 
ひっかかりのある場合は慎重に削除してください。 

（４）点検後フローティングシール下半分の外面に、非硬化性コンパウンドを薄く塗る。 
（５）回転ストッパーがロック溝に入るようにしてシールキャリア上半分を取り付ける。 

１０．４．３．６ 上部軸受ブラケットの組立 
（１）１０．４．２．２項の分解方法を逆の順にしたがって組み立てる。 
（２）ダイヤル温度計、熱電対等の軸受温度計を取り付けます。この際、軸受の測定穴には指

定の潤滑油を注入する。 
（３）強制給油方式のものに対しては、給排油配管を再組み立てる。 
（４）接合面には、非硬化性コンパウンドを塗布する。 
（５）エアーギャップが円周に対し均一になるよう組み立てられていることを確認する。 
図１８に高速回転機用、図１９に中・低速回転機用すべり軸受の代表的な構造図を示します。 
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１０．５ すべり軸受の構造図 

 
 

 
 

図１８ 高速回転機用すべり軸受の構造図 

ブラケット 

ステータフレーム 
上部フタ 
軸受 

カバー 

軸受ハウジング 

軸 

温度計用穴

油面計 

シールキャリア 

フローティング 
シール

オイルリング ドレンプラグ 
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図１９ 中、低速回転機用すべり軸受の構造図 
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１１．保守、点検のための正しい知識 

１１．１  電動機の始動頻度について 

 かご形誘導電動機の許容始動頻度は、冷時２回、熱時１回が標準です。 

冷時２回とは「周囲温度（冷時）の状態から連続２回で、２回目は１回目の始動後ただちに電源

を切り自然停止後に始動すること」を意味します。 

熱時１回とは「定格運転状態から自然停止後に１回の始動を行うこと」を意味します。 

運転計画上頻繁に始動停止を繰り返すような場合、表１２の始動頻度ランク表からランクが 

Ｎｏｒｍａｌ内にあるか確認してください。 

仕様に記載されていない場合の始動頻度ランクは下表のＮｏｒｍａｌです。 

それ以上の始動頻度では補強や改善が必要となります。特に１日４回以上の始動回数が計画され

ている場合は多頻度始動用の電動機を使用する必要があります。 

 

表１２  始動頻度ランク表示 

始動頻度表示 始動回数（ 回／年 ） 

  Ｎｏｒｍａｌ 

  Ｈｅａｖｙ 

  Ｅｘｔｒａ ｈｅａｖｙ 

３００以上１０００未満 

１０００以上３０００未満 

３０００以上 
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１１．２  電動機の温度上昇について 

 電動機各部の絶縁種別の許容温度上昇は、基準周囲温度を 40℃で表１３の通りです。（詳細は

ＪＥＣ－２１３７参照、規格により異なる場合がありますので、詳細は各規格を参照してくださ

い。） 

表１３  空冷形誘導機の温度上昇限度 （単位：Ｋ） 

耐熱ｸﾗｽＡ 耐熱ｸﾗｽＥ 耐熱ｸﾗｽＢ 耐熱ｸﾗｽＦ 耐熱ｸﾗｽＨ

項 電動機の部分 

温

度

計

法

抵

 

抗

 

法

埋

込

温

度

計

法

温

度

計

法

抵

 

抗

 

法

埋

込

温

度

計

法

温

度

計

法

抵

 

抗

 

法

埋 

込 

温 

度 

計 

法 

温 

度 

計 

法 

抵

 

抗

 

法

埋

込

温

度

計

法

温

度

計

法

抵

 

抗

 

法

埋

込

温

度

計

法

１ 固定子巻線 

ａ．出力 5000ｋＷ以上 

b．出力 200kW 以上 5000 未満 

c．出力 200kW 以下で d.e.以外(2) 

d．出力 600kW 未満(2) 

e．冷却扇なしの自冷形･ﾓｰﾙﾄﾞ形(2)

 

－

－
(1)

(1)

－

 

60

60

60

65

65

 

65

65

－

－

－

 

－

－
(1)

(1)

 

 

75

75

75

75

75

 

80

80

－

－

－

 

－

－
(1)

(1)

－

 

80

80

80

85

85

 

85 

90 

－ 

－ 

－ 

 

－ 
(1) 
(1) 

－ 

－ 

 

105

105

105

110

110

 

110

115

－

－

－

 

－

－
(1)

(1)

－

 

125

125

125

130

130

 

130

135

－

－

－

２ 絶縁を施した回転子巻線 － 60 － － 75 － － 80 － － 105 － － 125 －

３ かご形巻線 

４ 整流子･ｽﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾌﾞﾗｼ 

５ 巻線と接触に関係なく鉄心と全ての

構造構成物（軸受を除く） 

 この部分の温度上昇は、いかなる場合もその部分の絶縁物や近傍 

の材料に有害な影響を与えないこと。 

注（１）製造者と購入者間で合意のある場合、温度計法によって決定しても良い。 

 （２）耐熱クラスＡ，Ｅ，Ｂ，Ｆであり、定格が２００ｋＷ以下である誘導機の巻線に重ね 

    合わせ等価負荷法を適用する場合は、抵抗法の温度上昇限度を５Ｋだけ超えても良い。 

 巻線の絶縁劣化の主な原因は熱劣化と部分放電劣化です。その他に機械的劣化、汚損、吸湿 等

の環境的劣化があります。 

したがって、ダストによるダクト目詰り等で許容温度上昇以上になると熱劣化による絶縁劣化が

早まり寿命が短くなります。 
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１１． ３  電動機の絶縁抵抗について 

 
              注意 

 
強制 

■絶縁測定後は必ず放電させ、それまでは手を触れないこと 

感電の恐れがあります。 

 絶縁抵抗値は電動機の絶縁状態を知る上で重要な数値です。しかし、絶縁抵抗値は電動機の出 

力・電圧・回転数・絶縁種別の他、温度・湿度・絶縁表面の汚損度、さらには試験電圧値・試験 

電圧印加時間によっても変化するので、ある値で良否の判別を行うことは困難です。 

そのため許容値について明確な規格はありませんが、当社では次の値を目標として定めています。 

目安としてください。 

   

              絶縁抵抗値 ≧ 定格電圧（kＶ）＋１  [ＭΩ] 

 

測定は以下のようにしてください。 

・測定個所：固定子巻線、回転子巻線ともに電動機の端子 

・測定器：固定子巻線では定格 600V 以下は 500V メガー、600V 超過は 1000V メガー 

・測定方法：絶縁抵抗値は加電圧後１分経過したときの値を測定 

このとき、測定時の巻線温度を記録しておくことも重要です。 

 

１１．４  電動機の振動について 

電動機は出荷時にバランスをとってありますが、負荷機械に直結した場合、負荷機械との直結

精度や負荷機械から生じる振動の影響があり、または基礎やベースの状態によっても変化します。 

振動が大きいと軸・軸受・鉄心・巻線などの疲労破断・絶縁損傷や基礎などが破壊する場合もあ

ります。したがって振動を許容値内に保守監視することが重要であり次の事項をお読みいただき 

対応してください。なお、衝撃に対しては標準構造の電動機では、許容振動加速度は 5m/s2（0.5

Ｇ）程度までですので、プレス用などでそれ以上の振動加速度が電動機に加わる場合は、当社に

ご相談ください。 

 

１１．４．１  許容振動値 

 ＪＥＣ－２１３７には「定格電圧、定格周波数で無負荷運転し、そのときの振動速度を 

測定する」と規定されています。当社では現地における軸受ブラケット上の振動速度の目標値

として下記の値を定めています。 

  振動速度目標値 ４．５ｍｍ／ｓ r.m.s 以下 

 また、慣例的には振動振幅値でも評価しており、一般に機械振動の振動振幅許容値をまとめ

たものとしては、ドイツのＶＤＩ振動部門委員会のＶＤＩ２０５６があり、またＩＳＯでも振

動シビアリティという表現でその測定と評価を行っております。 

これらにまとめられている許容値は、経験的要素を含んだ推奨値です。 

許容振動値は据付け条件によっても変化するものです。 

図２０に直結後の軸受箱上での当社の推奨振動振幅管理値を示します。振動周波数（回転数）

は実測値の 大振幅に対するものであり、必ずしも電動機の回転数とは一致しません。 

「長期運転に対し対策を要す－Ｓライン」を越えたときは、その原因を調査し対策を講じてく

ださい。 
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図２０ 現地振動振幅許容値

 

回転数N(min-1) 
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１１．４．２  振動の原因 

振動の原因として考えられるものに、次のようなものがあります。 

(１) 機械的要因による振動 

（１．１）定振幅値の振動 

回転数・電圧が一定のとき、時間の経過につれて振幅値が変わらない振動であって、次の 

場合があります。 

（１．１．１）回転数と同期している振動数の場合 

(a) アンバランスの発生 ：     

     アンバランスの発生   据付け不良…………… 固定子の据付け時 

                            ねじれなど 

                 カップリング不良…… カップリング面平行度・ 

                            直角度不良など 

                 直結不良……………… レベルの相違など 

                 回転体の経年的な…… 鉄心・ファンなどにごみ 

                 アンバランス発生   の付着、コイルその他の 

                            動きなど 

                  

(b) 回転子軸曲がり 
(c) 構造物の剛性不足・共振       ：構造物との共振・据付け基礎軟弱による過大振動 
(d) 静止部（軸受など）との金属接触   ：ふれ回り方向は回転方向と逆となる 
(e) 回転子偏心による空げきアンバランス ：電圧発生と同時に電磁力により振動が増加する 

（１．１．２）回転数の２倍の振動数の場合 
(a) 軸受が楕円形 
(b) 特定方向に回転子はめ代不足 

（１．２）振動振幅値変化の振動 

回転数、電圧が一定のとき、時間の経過により振動幅が変化する振動であって次の場合があり

ます。 

（１．２．１）回転数同期の振動数 

熱的原因による軸曲り 

振動現象に熱的要因が加わる場合、現象としては複雑となり、原因を見つけるのも難しく

なってきます。したがって原因と現象のパターンを系統だてて整理することが必要です。 

熱的軸曲りのケースには次のようなものがあります。 
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(a) 回転子導体の熱膨張による軸曲り 

(b) ラビリンス・シール部その他の静止物が、回転軸にわずかに接触したり、また軸受の片

当たりなどする熱的原因による場合は、振動位相が変化することが多く特に後者の場合

には位相変化が周期性を持つ特徴があります。 

（１．２．２）回転数と無関係 

 (a)オイルホイップ 

  軸受油膜による軸のふれ回り現象により激しい振動となります。ふれ回りの旋回速度は、 

  ほぼ軸の危険速度に等しく、ふれ回りの旋回方向は回転方向に一致します。 

  オイルホイップは軸の回転速度が危険速度のほぼ２倍以上のときに発生し、軸受偏心率 

  の小さいものほど発生しやすくなります。 

 (b)オイルホワール 

  比較的低回転数でも軸の回転速度の１／２で旋回する現象があり、これをオイルホワー 

  ルと呼びます。この場合も軸回転方向と旋回方向は同方向であり、軸受偏心率の小さい 

  ものほど発生しやすくなります。 

（２）電気的要因による振動 

一般的に、電磁力が振動加振力として作用し、機械的共振を伴って振動を発生します。 

（２．１）電源周波数の２倍 

空げき不平衡、電源不平衡、固定子巻線の不平衡、固定子鉄心の締り不良などに起因する

もの 

（２．２）電源周波数の整数倍 

固定子および回転子の溝数組合せにより、半径方向力波が発生し鉄心を変形させて脈動す

るもの 

（２．３）すべり周波数の２倍 

２極機の空げき不平衡、回転子鉄心の締り不良、ロータバー折損などによる磁気的アンバ

ランスから発生 

（２．４）ビート（うなり音） 

空げき不平衡とすべりの影響によりすべり周波数の２倍（２ｓｆ）成分のビートを発生 

することがある。 

１０．４．３  振動原因の調査 

振動原因の調査は系統的に行うことが必要です。 

一般的には次の方法によります。 

(１) 電気的原因か機械的原因か分類する。 

   電源を切り、振動の継続状況を調査する。電気的な原因の場合には振動が消滅する。 

(２) 直結機械の影響か否か分類する。 

   直結機械を切り離してみる。 

(３) 振動数、振幅、位相変化を測定する。 
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(４) 振幅が時間的に変化するかどうか調査する。 

(５) 回転数と振幅の関係を調べ共振の有無を調査する。 

(６) 給油温度・機内温度・軸温度などの温度変化と振動との関係、および軸の動き状況な 

どを調査する。 

(７) データを整理し振動原因を分析する。 
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１１．５  電動機の騒音について 

電動機の騒音をその発生源により大別すると表１４のようになります。 

表１４  騒音の分類 

   基本波磁束に基づく騒音 

      電磁騒音  高調波磁束に基づく騒音 

   うなり音 

   軸受騒音 

騒音   機械騒音  機械的アンバランスによる振動騒音 

   その他 

 通風騒音  ファン騒音 

   通風ダクト騒音 

 その他の騒音 

(１) 電磁騒音 

電磁騒音は、主として固定子と回転子のエアギャップ磁束によって生ずる電磁力波が、固定

子鉄心・フレームあるいは回転子を振動させる振動音が原因となって生じます。電磁騒音は電

源を切るとなくなりますので、他の騒音と容易に区別できます。 

（１．１）基本波磁束に基づく騒音 

基本波磁束による電磁力波は電源の２倍の周波数の振動音を発生します。この振動音は

主としてエアギャップ長や磁気回路の不平衡、一次電圧の不平衡などによって増大するた

め、異常に大きくなった場合にはエアギャップなどの点検が必要です。 

（１．２）高調波磁束に基づく騒音 

この騒音は固定子・回転子のスロット高調波が相互干渉することによって発生する電磁

力波によるもので、通常 1000Hz 以上に現われる騒音です。 

（１．３）うなり音 

二次抵抗に不平衡がある場合や、回転子に偏心や楕円変形がある場合に発生するもので、

２倍のスリップ周波数のうなり音となります。うなり音発生時において、２倍のスリップ

周波数の電流変動または振動が発生した場合には、二次抵抗の不平衡が原因と考えられま

すので、回転子の点検が必要ですが、電流変動・振動が発生しない場合は、許容範囲内で

の回転子の偏心・楕円変形が原因と考えられますので、そのままご使用頂けます。 

(２) 機械騒音 

機械騒音は軸受騒音とフレームの振動による振動騒音に分類されます。 

（２．１）軸受騒音 

  すべり軸受では軸受に大きな半径方向のすき間をもつようなことがない限り、大きな騒音を  

  発生することはありません。 
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（２．２）機械的アンバランスによる振動騒音 

回転子にアンバランス荷重があると、軸受に力が働き、回転周波数を基本波とした振動が

発生します。この振動周波数は一般に低いため、電動機の騒音に与える影響は少なく、問題

となることはまれです。 

(３) 通風騒音 

通風騒音は広い周波数帯域にわたって、ほぼ一様なスペクトルをもっているのが普通で、フ

ァンの羽根枚数やダクト数に関係した単一周波数成分も含んでいます。 

（３．１）ファン騒音 

ファン騒音は、ファンの形状・回転数などに影響され、一般に回転の早い程、ファンの寸

法が大きい程大きくなります。 

（３．１．１）ファンの回転によって発生する騒音 

ファンの回転による騒音は、羽根が周期的に空気に圧力衝撃を与えることにより発生し

ます。このファン音は、羽根枚数と回転数の積が基本周波数になります。 

（３．１．２）羽根によって発生するうずによる騒音 

羽根の前後で圧力勾配があり、空気の流れにうずが発生します。このうずによる騒音

は一般に広い周波数帯域に連続スペクトルとなります。 

（３．２）ダクト騒音 

固定子および回転子が直径方向に通風ダクトをもつ場合には、固定子スロットと回転

子スロットが相対的に円周上の位置を変化することによって、通風ダクトの入口または

出口において空気の疎密が生じ、サイレン効果が現われます。 

この騒音は一般に高周波音であり、ダクト数と回転数の積が基本周波数となります。 
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１１．６  電源変動の影響について 

 ＪＥＣ－２１３７では電源変動について次のように規定しています。 

電動機をこの範囲内で使用すれば実用上支障ありません。また電源が変動した場合、電動機の

特性は表１５のようになります。 

(１) 電圧変化 

     誘導電動機は、始動特性および 大トルクに関し特別の要求のあるものを除き、定格周波数

のもとで端子電圧が定格値の上下１０％にわたって変化しても、定格出力で使用して実用上

支障があってはならない。 

(２) 周波数変化 

        誘導電動機は、定格電圧のもとで電源周波数が定格値の上限３％、下限５％にわたって変

化しても定格出力で使用して実用上支障があってはならない。 

       電源の電圧および周波数が同時に変化する場合には、電圧の変化は定格値の上下１０％ 

      以内、周波数の変化は定格値の上限３％、下限５％以内であって、その両変化百分率の絶対

値の和が１０％以内であるときには、定格出力で使用して、実用上支障があってはならない。 

表１５  電源変動の場合の特性変化 

 項目 

 

 変動 

始動 

および 

最大 

トルク 

同期 

速度 

％ 

すべり 

全負荷

速度 

全負荷

電流 

始動 

電流 

全負荷時

の 

温度上昇

磁気騒音

特に 

無負荷時

110％電圧 (+)21％ 変化せず (-)17％ (+)0.4％ (-)７％ 
(+)10 

～20％

(-)３ 

～４％ 
(+)僅少

電圧の関数 (電圧)2 一定 
１ 

(電圧)2 
－ － (電圧) － － 

電
圧
変
化 

90％電圧 (-)19％ 変化せず (+)23％ (-)0.5％ (+)11％
(-)10 

～12％

(+)10 

～15％
(-)僅少

103％周波数 (-)3％ (+)3％ 
実用上 

変化せず
(+)3％ (-)僅少

(-)3 

～5％ 
(-)僅少 (-)僅少

周波数の関

数 

１ 

(周波数)
(周波数) － － － 

１ 

(周波数) 
－ － 

周
波
数
変
化 

95％周波数 (+)5％ (-)5％ 
実用上 

変化せず
(-)5％ (+)僅少

(+)６ 

～７％ 
(+)僅少 (+)僅少
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逆相分電流

正相分電流

 

１１．７  電源電圧不平衡の影響について 

(１) 不平衡率の定義  

一般に、電圧および電流の不平衡率は下記のように定義されます。 

 

 

(２) 電源電圧不平衡の影響 

（２．１）電動機に不平衡電圧が印加された場合の、各相電流の一例を図２１に示します。 

不平衡電圧下では、入力が増大し、出力、トルクおよび効率が低下します。 

不平衡電流の多く流れる相は、損失増加に伴う電力費が増大し、また極度に過熱される危

険がありその巻線寿命を著しく縮めます。 

また電圧不平衡率が大きいと、振動、騒音が増加する事もあります。 

（２．２）電圧不平衡の極端な場合が、単相運転となります。この場合には、全負荷スベリは 

   ほぼ三相運転時の２倍程度となり、線電流も√３倍以上の電流となります。したがって、   

   長時間運転するとコイルの焼損につながるので単相運転はしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     電圧不平衡率 → （％） 

図２１  電圧不平衡による各相電流の例 

 

電流不平衡率＝             ×１００（％） 

逆相分電圧

正相分電圧

電

流 

電圧不平衡率＝             ×１００（％） 
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１２．電動機の故障診断と対策のしかた 

各種の故障とその原因および対策を列記すると、表１６のようになります。大きな故障と判定された場

合は、早急に当社にご連絡くださるようお願いします。 

表１６  故障とその処置 

故障状態 原        因 対    策 

始動条件ができてい 

ない 

各種インタロックが解けてい 

ない 

回路をたどって配線 

および接点を調べる 

始動器まで電圧がきていない 

始動接触器の接触不良 

 

 

ヒューズ２相溶断 ヒューズ交換 

電源から電動機端子 

までの回路不良 

 

 過負荷保護装置(OCR)の異常 端子部分を調べる、 

1. 始動しない 

  電源スイッチ 

  を入れても音 

  がしない 

 

固定子巻線の断線  巻線修理 

単相になっている 

 

始動器の回路１相開路 

接触器の接触不良 

回路をたどって配線 

および接点を調べる 

機械的ロック 

 

 

 

 

相手機械のロック 

連結不良(極端なベルト張り、 

アライメント不良、据付けの 

ずれなど)軸受焼付き 

軸受破損によりギャップ接触 

 

機械および連結状態 

を調べて処置する 

 

 

2. 始動しないで 

  異常音を発す 

   る 

 

 

 

 

固定子巻線の断線 １相分の断線 巻線修理 

始動器の故障 過熱、振動、衝撃などによる  

回転子巻線の短絡 

または接地 

絶縁劣化 

 

巻線修理 

 

機械的ロック 上記２項に同じ  

3. 電源を入れる 

  と保護継電器 

  が作動してし 

  まう 

 保護継電器の設定 設定値不適合 設定値修正 

単相運転している、 

 

回路断線、ヒューズ溶断、 

接触不良 

各相電圧をたどって 

処置する 

機械的異常 

 

 

 

 

 

回転子バランス狂い 

エンドリングき裂、バー切断 

鉄板の緩み 

ギャップ不均一、または接触 

異物侵入 

軸曲り、き裂 

分解調査 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

負荷側振動 

 

機械側の振動 

軸曲り 

電動機を切り離して 

確かめる 

4. 異常音および 

  振動 

連結不良 直結精度不良 締め直す 

手直しする 
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表１６ つづき 

故障状態 原        因 対    策 

電源異常 不平衡電圧、単相運転 

電圧、周波数の間違い、 

電圧低下 

電源および始動器を 

調べる 

 

過負荷 負荷の機械が不調なため過 

負荷 

頻繁な始動停止や可逆運転 

 

電動機を切り離して電流

を確かめる 

電動機の選定を再調 

査清掃する  

冷却不良 フィルタつまり、通風口の異 

物など通風路の閉そく 

清掃する 

 

巻線不良 固定子巻線の短絡、接地 巻線修理 

5. 温度上昇過大 

  および発煙 

 

機械的な不適合 

 

ギャップでの接触 

連結（ベルト張力大、アライ 

メント不良など）による軸受 

の過熱 

 

２項に同じ 

 

 

 

 

オイルリングの変形、摩耗に 

よる回転不良、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ不良

注油不足、油漏れ 

リングの交換、修理 

  

 

給油不足 

 

摩耗、振動などによる軸受 

当たり不良 

分解調査 

 

6. すべり軸受の 

焼付き 

10 章「軸受の保

守」を参照くださ

い 

潤滑油不良 

 

変質、油質不適、ごみ、金属紛

の混入 

油交換 

 

7. 電流計が振れ 

  る 

上記故障の初期徴候 巻線故障、軸受焼付き、断 

線しかかり、接触不良など 

バー切れ、負荷変動 
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１３．修理・廃棄 

１３．１ 修理等について                       

 部品を交換する場合は、以下の事項をお守りください。  

 
            注意 

 
強制 

■コイルを巻き変える場合は、事前に当社にご連絡いただき指示に従うこと 

コイルなどに用いられている絶縁物は、加熱処理の条件によっては有害ガスが 

発生することがあります。 

(１) 故障のご照会 

電動機はグレードの高い絶縁処理をしています。 修理に当たっては注文先、または当社支社 

 店、営業所にお問い合わせください。故障のご照会には次の事項を明記願います。 

 故障のご照会 

・故障箇所（写真があれば添付） 

・銘板記載事項（・形式、・極数、・定格出力、・製造番号） 

・経緯（・使用状態、・使用日数、・相手機械） 

 補修用品 

・銘板記載事項 

・ご用命部品とその個数 

お願い 

 軸受に装備されている計装品（ダイヤル温度計やサーモカップルなど）を更新する場 

 合は、同等品をご使用ください。 

 特に、軸受の計装品には軸電流による軸受の損傷を防止するために、絶縁（感温部に 

 絶縁チューブ装着）をおこなっている場合がありますので、その際は絶縁チューブを 

 装着してください。 

１３．２ 廃棄について 

  電動機を廃棄する場合は、以下の事項をお守りください。 

 
            注意 

 

 
強制 

■廃棄するときは専門の廃棄処理業者に依頼するか、当社にご連絡いただき 

 指示に従うこと 

 廃棄処理業者により処理しないと環境破壊の恐れがあります。 
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お問い合わせ先 

 

 

東芝三菱電機産業システム株式会社 

大形回転機第二部 品質保証課 

〒852-8004 長崎県長崎市丸尾町6-14 

ＴＥＬ：（０９５）－８６４－２４８０ 

URL: http://www.tmeic.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

東芝三菱電機産業システム株式会社 
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